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財団法人大阪府男女協醍会づ(欄団の概要

1　設立日的

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､男女の自立とあらゆる分野への対等な

参加･参画を促進し､行政並びに府民･民間団体等が連携した多様な活動を効果的に
推進するために中心的な役割を果たすとともに､各種事業及びドーンセンターの管理

運営を行うこと等により男女協働社会の実現に寄与することを目的とする｡

2　設立年月日

平成6年4月1日

3　基本財産

1億円

4　財団の事務所

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号

5　組織体制

:一理事会一一一一一

亡こ｣ 剔獄ｱグループ[垂垂It∃ 

専務理事 (館長) 剋末ｱ局長利用促進担当ト7スタッフ 

〔警岩下〕｢蒜司 ディレクター企菌謂重担当ト7 

理事 

監事 剪�倬hｼi%99h馼ｼi%99h6sx5疫ｷd｣r�

コ-Tイ不一クー 相談担当相談担当チーフ コ-デイネ-チ- 途�

ドーンセンター 運営推進委員会 剪�

讐警信表示~1回 
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6　主要事業

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

情報ライブラリー､情報システムの運営
(2)女性の抱える問題に関する相談事業

相談事業､サポートグル-プ､カウンセリング講座

(3)啓発学習事業

女性問題啓発講座､ウイメンズフォーラムの開催

(4)女性の能力開発に関する事業

自己開発講座､ニューワーク創業支援事業
(5)調査研究事業

大阪の女たちの歴史的資料の発掘･編集
(6)女性のネットワークづくり事業

アフターファイブ交流サロン､ジャンプ活動報告交流会の開催

(7)文化表現事業

女性映像フェスティバル､ビデオ制作講座､女性芸術劇場の開催

(8)国際交流事業

海外向け情報誌の発行､海外女性の招聴事業

(9)健康に関する事業
フィットネススクールの開催(水泳､エアロビクス)

uO)広報事業

情報誌｢DAWN｣の発行
仙　施設の管理運営の受託事業

7　財団のあゆみ
･6. 4. 1　財団設立(理事長:谷川秀善氏　事務所:大阪府立婦人会館内)

･6. 5.11　第1回理事会開催

･6. 6.18　財団設立記念イベント(ウイメンズフォーラム)の開催

･ 6. 6.20　第2回理事会開催(理事長に吉沢健氏就任)

･ 6, 7.29　ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)竣工

･6. 8. 8　大阪府から財団へ施設引き継ぎ

･6. 8.29　財団事務所移転(ドーンセンター内)

･6.10.27　第1回ドーンセンター運営推進委員会開催

･6.ll. 7　開館記念式典

･6.ll.11　オープニングイベント開催(～ll.13)

･6.ll.26　大阪国際女性フォーラム開催(～ll.27)

･7. 2.27　第2回ドーンセンター運営推進委員会開催

･7. 3.17　第3回理事会開催

･7. 6.29　第4回理事会開催

･7. 7.17　第3回ドーンセンター運営推進委員会開催

･7.ll.10　トンフェスティバル(1周年事業)の開催(～ll.12 )

･7.ll.30　第4回ドーンセンター運営推進委員会開催

･8. 2.29　第5回ドーンセンター運営推進委員会開催

･8. 3.28　第5回理事会開催

･8. 6.21　第6回理事会開催

･8. 7.15　第6回ド-ンセンター運営推進委員会開催

･8.ll. 8　ドーンフェスティバルの開催(～ll.10 )

･8.12.16　第7回ドーンセンター運営推進委員会開催

･8.12.19　開館以来来館者1 0 0万人突破

･9. 2.24　第8回ドーンセンター遷宮推進委員会開催

･9. 3.28　第7回理事会開催
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ドーンセンターの概要

1基本理念と目的

｢男女の自立と対等な参加･参画に基づく男女協働による新しい社会の創造｣を基本

理念とし､その実現のために3つのTを基本とした女性の総合的な支援施設としての役

割を果たすことを目的としている｡

3つの'( ･ Identity(7イテンティティ)　　　　　　=女性の社会的自立の拠点

. Information(インフォトション)　　　　:情報ネットワークの拠点

･ international ization(インター1シ'Iリゼイシヲン) :国際交流の拠点

2　沿　革

ドーンセンターは､各界の専門家や女性Eg体､グループの方々など､幅広い府民の参

画を得て建設計画を進めてきた｡

センターの事業や施設内容についてもドーンセンター推進会議やクリエイティブフォ
ーラムなどを開催し､府民の方々とともに検討を行い方針を決定した｡

昭和61年度･ ｢21世紀をめざす大阪府女性プラン｣策定(4月)

(昭和61年度～平成2年度)

･建設予定地(元大手前会館跡地)を決定( 9月)

･第1回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和62年度･基本構想公表(6月)
･第2回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和63年度･婦人総合センター(仮称)推進会議の設置(9月)

(平成3年7月､ドーンセンター推進会議に改称)
･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･府政モニターアンケート調査実施(12月)

･元大手前会館撤去完了( 1月)

平成元年度･基本設計
･文化財発掘調査/第1期

平成2年度･実施設計
･文化財発掘調査/第2期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･愛称｢ドーンセンター｣に決定(2月)

平成3年度･ ｢女と男のジャンププラン｣策定(9月)

(平成3年度～1 2年度)

･文化財発掘調査/第3期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･建設工事着工(3月) /工期2 8か月

平成4年度･クリエイティブフォ-ラム開催(12月)
･シンボルマ-ク決定(1月)

平成5年度･プレイベント｢女性映像フォーラム｣開催(11月)

平成6年度･ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)開館(11月)
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3　建物概要

所　在　地　　大阪市中央区大手前1丁目3番49号

敷地面積　　3, 170m2

構　　　造　　鉄骨鉄茄コンクリート造(一部鉄骨造)

階　　　数　　地上1 0階地下1階

高　　　さ　　52m

建築面積　1, 970Irf

延床面積　12, 760m2

立休駐車場　　9 2台

4　管理運営

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団

5　利用について

(1)開館時間　　　　　　午前9時30分～午後9時30分

･情報ライブラリー　平日･土曜　午前9時30分～午後9時30分

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時30分

(貸出返却手続･情報相談は終了時間の30分前まで)

･相談カウンセリング　電話相談:月～金曜　午前10時～午後4時

午後6時～午後8時

土･日･祝日

面接相談:月･木曜

火･金･土･日･祝

法律相談:第2木曜

第4金曜

からだの相談:第4土曜

外臥雄のため:第-土曜

の椴　　　第二土曜

第三土曜

午前10時～午後4時

午前9時45分～午後8時30分

午前9時45分～午後5時30分

午後6時～午後8時

午後2時～午後4時

午後2時～午後4時

午後2時～午後4時(ハングルfQ)相談)

午後2時～午後4時(判変での轍)

午後2時～午後4時(英語での椴)

･ウェルネスのフロア　平日･土曜　午前9時30分～午後9時

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時

(入場は終了時間の30分前まで)

(2)休　館　日

(3)受付開始日

(4)馬主　車　場

毎週水曜日､年末年始､祝日の振替日

情報ライブラリーは､毎月最終月曜日及び特別資料整理

期間も休館

ホール･パフォーマンススペース: 6か月前から

会議室等: 3か月前から

毎月1日に抽選｡それ以後は先着順

立体駐車場　92台

最初の1時間まで400円(超過30分ごとに200円)
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事　業　概　要



第1各種事業の実施

1女性に関する情板の収集及び提供に関する事業

女性に関する情報を幅広く収集･整理･加工し､データベース化するとともに､これ

らを活用して､多様な情報ニーズに的確に対応した情報提供を行った｡

(1)情報ライブラリーの運営

女性関連の図書･資料･ビデオ等を収集し､閲覧･視聴･貸出サービスを行うほか

利用者からの情報相談に応じた｡

①　図書･資料の収集冊数 (平成9年3月3 1日現在)

図　書　　　23, 215冊

行政資料　　　5, 373冊

雑　誌　　　　　　743タイトル､ 14, 254冊

AV資料　　　　　578本(ビデオ558本､カセヮけ7ク20本)

ア　図書の内訳

分類 倚ｹ�B�

総記 ��ﾃ3C��

哲学 ��ﾃ��"�

歴史.女性事情 �"ﾃ#s��

社会科学 唐ﾃ3�b�

自然科学 ��ﾃ����

技術 塔S��

産業 �����

芸術 ��ﾃ#Sb�
一章童五 ロFTEJ ��c��

文学 澱ﾃc#B�

合計 �#2ﾃ#�R�
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イ　行政資料の内訳

分類 倚ｹ�B�

行動計画.プラン 鉄#"�

施策概要.統計.白書 ��ﾃ3#��

調査.研究報告書 涛Sb�

イベント.講座等の記録 ��ﾃ����

研修.派遣事業報告書 鼎32�

女性関遠施設概要 �#3��

啓発冊子 鼎cB�

その他 �3S��

合計 迭ﾃ3s2�

分類l本数 

女性問題.7エミゴム 鉄��

性 �#��

からだとこころ �#R�

家族.家庭 澱�

子ども.学校 �#B�

静ヒ ��2�

社会｢肢 鉄"�

しごと ��｣#R�

扮台.法律.行政 ���b�

教育.研究 ���#"�

文化.芸術.表現 �3�R�

合計 鉄s��



②利用者登録数(ライブラリーカード)

ア　性　別

区分 剴o録者数 

個 人 傚y�ｲ�7,204 
男性 塔S��

計 唐ﾃ�c"�

特別貸出等※ �32 

合計 �8,094 

地域 ��ﾉ�B�

大阪市 �2ﾃs�r�

A 鉄���
豊能妙或 �3SR�

泉ゴ地域 �3c"�

泉南地域 �����

南河内地域 �3���

中河内地域 鼎32�

北河内地峡 ��ﾃ�#2�

滋賀県 �3��

京都桁 �#3��

兵庫県 鉄3��

奈良県 �#ッ�

和歌山県 ��B�

その他 �#��

合計 唐ﾃ�c"�

年代 ��ﾉ�B�

10代未満 都r�

10代 鉄�B�

20代 �"ﾃss��

30代 �"ﾃ��R�

40代 ��ﾃS���

50代 田CR�

60代 �#3"�

70代 塔��

80代以上 �2�

不明 鼎b�

合計 唐ﾃ�c"�

20代(345%1

(平成9年3月3 1日現在)

北河円地域　■139%)
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③　貸出件数　　　　　　　　　　　　　　　　(平成9年3月3 1日現在)

分類 兌ﾙ�ﾃ吋�7��平成7年度 悩[ﾙ�ﾃiD�7ｃ��ﾈ���8ﾈ竰�

図書.雑誌 �3rﾃ�3�衣ｲ��38,996(価) 免ﾂﾃ�3r衣ｲ��

行政資料 鼎S�衣ｲ��492(冊) ��3"衣ｲ��

AV資料 釘ﾃs途曳ｲ��3,755(本) ��ﾃ�途曳ｲ��

合計 鼎"ﾃ3sr�43,243 ��2ﾃ�cb�

④　情報相談

ライブラリ一職員が､図書･資料･声夕キス等を活用して､検索指導や来館.電話による

情報相談に応じた｡

(内　訳)

分類 兌ﾙ�ﾃ吋�7��平成7年度 兌ﾙ�ﾃiD�7ｃ��ﾈ���8ﾈ竰�

利用案内 迭ﾃ�S��4,301 塔3��

検索指導 �3c��466 �3���

執り所蔵.確抵 塔���123 鼎b�

梶テーマの矧剤 鼎S2�295 都b�

人材.鞘闇の雛 �#c��248 田��

グループ.励卸雛 �#32�153 �3r�

その他 ��s2�117 ��b�

合計 途ﾃ3C��5,703 ��ﾃCcR�

(2)情報システムの運営

各種女陸関係情報を誰もが自由に検索できる情報システム｢情報CAN･トンネ小｣を運

営するとともに､これを活用した講座等を開催した｡

①　データベースの構築(平成9年3月3 1日現在)

メニュー名称 刄fータ数 ��｣�*�4�4�5ｨ5亥��櫛確7クセス酸 兌ﾙ�ﾃhﾚｨ4�4�5ｨ5�:ｲ�

トンセンター利用案内 �113 �2ﾃc�"�4,562 �"ﾃ3S��

ライカT)-の本.ビ討 �(1粁)とおり �2ﾃ�3��4,387 ��ﾃ�3B�

なんでも情報玉手箱 � 唐ﾃc#B�9,827 釘ﾃC#b�

講座.イベント 都"� ��】 

団休.rJトプ情報 �3cr�

人材情報 ��ﾃ3cb�

女性関連施設情報 田C��

女性行政窓口情報 鉄���

統計情報 鉄H6Rﾓs度枴l｢�

法律.制度 �#H6X�ｸ7ﾓ���枴l｢�

困ったときに ��ﾃ�#��

ひろかれわトワ-ク �?匁WC#Bﾈ6x987h8�5R�2,784 �"ﾃャr�1,584 

ドーンネットの使い方 凵z7 �"ﾃ��"�2,376 ����ﾃ�#��

合計 �1 �#�ﾃ�S��24,039日1,314 
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②　ドーンプラザの運営

会員制のワープロ･パソコン通信を開設し､利用者の情報発信･交流の場を提

供した｡

会員数:638名(女性502人男性136人) (平成9年3月31日現在)

電子脚封犬況
1 ｢フリート-ク｣

2 ｢子育てなんでもトーク｣

3 ｢メディアウォッチング｣

4 ｢聴覚障害者あすなろネット｣

5 ｢ワーキング･ウィメンズ･フォーラム｣

6 ｢表現のネガ&ポジ｣

③館外から個数　　　　　　　(平成9年3月3 1日現在)

経由 兌ﾙ�ﾃ吋�7��平成7年度 兌ﾙ�ﾃiD�7��

0-net24経由 ��ﾃ�3�ﾈ��2,157件 都スﾈ��

ドーンプラザ経由 田�xﾈ��502件 �#��ﾈ��

合計 犯ﾂﾃs3r2�2,659件 ��ﾃ�chﾈ��

(3)講座･展示等

①　情報活用講座<情報アクセス術をまなぶ>の開催

情掛昧ヒ会の中で,対生が自分に必要な情報を選び取り積極的に活用していく

ためのノウハウを身につける諦室を開催した｡

定員: 5 0名(第5回のみ公開講座1 0 0人)

受講者数: 3 2人(公開講座8 6人)

午後2時から午後4時　受講料: 3,000円(公開講座1,000円)

月/日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 釘�ｨ-"��あなたにとって必要な情報とは? �?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ985��ｸｬ洩�5"ﾘ6h48*冰ｲﾒ��

2 迭��2以竰�メディアを読み解く 亳y69�ITb�5(7ﾒﾘ5h89J�(h,ﾉ&ｨｷ(.�)�檍毓�2�

3 迭�#��ﾒ��身近な情報源-摘坤からテ-マさ札- �?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ986y[y�ｸ5"ﾘ6h486x6r��

4 迭�#x-"��私の情報活用術. ��闔H�9x偉育��+x*ﾒﾘ.定+x,ﾘ.�9鋳�

5 澱���7鋳�インターネ7トで何かできる? (公開講座) 亳y�ｨｫX���4�(7h8ﾘ5x4x�(ｫｲ��
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②　市町村晩員情事際卿野間千僧巨の実施

女性に関する情報及び生涯学習情報の収集･提供事業を担当する市町村職員のた

めに情報活勤専F【形修を実施し､情報の収集･加工･提供の方法について実践的な

研修を行うと同時に担当職員の情報ネットワークの形成を促進した｡

定員: 30人　　受講者数: 36人

日時 菱7ﾒ�講師 

1 �<��ｉmｒ�女性行政と情報 �?(�)�����6x985ｨ985闔ｩ4�9h5"ﾘ6h487ｨ5簫��

10:00′- ��饑���{�5ｨ985��ｸ,ﾈ戊�2�安井美鈴(諸人開脚EqAfg) 

16:30 陶�Xｧy?ﾈ韋�饑��ﾘ��ｭ��6�5�5ｨ6(5h8x92�

2 唐�盈ｒ�ドーンネットの検索実習 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x8ｸ4籐mx8�487X8�8ｨ�ｸ5�5縱r��

10:00- ��饑�,ﾈ����坪ｨ(,ﾃx4�5ｨ5��九本郁子(鯛椙敏) 

16:30 �做ｲ�"�6ssrﾘ6�盈ssx42�������

3 唐�#"����情報の収集(2)-多私様振 �?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ985闔ｩ4�9h5"ﾘ6h484冉ﾒ��

10:00- ��饑�,ﾈｨ駅�,iJﾙ�ﾒ�結城美恵子(インフォメ-シヨン乃ン二ンク憎) 

16:30 �做ｲ�EH6sx8��ｸ4竕mssx46ﾉ=2��

4 湯��-��情報の整理と加工 冦�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x985ｨ985��ｹmx8�484ｨ8｢ﾘ5�5縱r��

10:00- ��饑�ｹ+ｸﾊﾈ�,ﾈ��檍��枌�清障子(蹄トテ/僻珊) 

16:30 價ﾙUﾂ丑�+��,(-ﾉ¥h7H4�488ｲ��

5 湯��中鋳�表現とメディア �:�釖�8��飴�/ｹ58鰮[B�

10:00- ��饑�,ﾉ/�ｹ��川喜田好意(トンセンター僻当コーディネーター) 

16:30 剴��m子(トンセント髄コーディネート) 

③ドーンネット検索講習会の開催　(平成9年3月3 1日現在)

ドーンネットの利用者拡大を図るため､検索のための基初狩操作方法を実習す

る講習会を開催した｡

定員二1 1人(1回当たり)　　　隔週金曜日

開催時間 丶ｨﾜ8���B�-参加人数 

午前(10:00-ll:30) 嶋���58人 

午後(14:00-15:30) 度���53人 

夜間(18:30-20:00) 土u"�29人 

合計 �#(���140人 
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④　わくわくパソコンふれあい術の開催
ドーンプラザの会員増を図るため､パソコンの基礎知識やパソコン活用法につ

いて､デモンストレーションによるパソコン初心者向けセミナーを開催した｡

開催日時 俎X蹌�定員 ��ﾈﾙ�-ﾒ�受講者数 

3/15(土)10:00-12:00 倅�-)l韵r�50名 田�kﾂ�43名 

3/17(月)14:00-16:00 �?ｩ'Yu)Oﾈ���50名 田�kﾂ�45名 

受け付け締切り後の申込み者数1 8 5名

⑤　ビデオ上映会

情報ライブラリーで新たに購入したビデオから女性監督のドキュメンタリーや
ジェンダー問題の作品を選んで上映した｡

月/日 ��8防ﾞﾉV��参加碓 佇糴?｢�上映作品 伜���X��

4/26(金) �4X8ｨ6ﾈ4�486�4X8ｲ�8 ����#R粟���戦士の刻印 塔B�

5/24(金) �7H8ﾈ6(5h8X4ﾈ8ｲ�26 免ﾂ�粟�������?｢��レニ �3B�

6/28(金) �+ｸ.ｨ,X.��h*ｸ+ﾒ�10 ��"�#�粟���今から... 迭�

7/26(金) 竸8/�､ﾘ+顋x+ﾘ+���%HuE4U��21 ����ｉ7鋳�ファイブミニワッ加ジエクト ���r�

8/23(金) 儻y��,ﾘﾊ�,�.��9 �"�#�粟���大老女 田B�

9/27(金) 儷9D�,ﾉk"�18 �2�#ｈｾ���民族の祭典 �#��

⑤　情報ライブラリーニュース｢いんふぉめ-と｣の作成

情報ライブラリーの多様な活動を広くPRするため､女性情報と利用者を結ぶ
双方向型のライブラリーニュースを作成し､府内外の女性関係施設及び図書館等
-配付した｡
･A4版4貢　5, 000部

平成7年9月(創刊号) ､平成7年11月(第2号)

平成8年1月(第3号)､平成8年3月(第4号)

平成8年5月(第5号)､平成8年7月(第6号)

平成8年9月(第7号) ､平成8年11月(第8号)

平成9年1月(第9号) ､平成9年3月(第10号)

⑥　情報ライブラリー企画展示
｢ボ-ダレス時代の女と男｣をテーマに､情報ライブラリー所蔵の写真パネル

2 0点､行政資料のなかの楽しくユニークな｢啓発冊子｣ ｢広報誌｣ ､性別役割

を超えて活躍している人たちについての｢新聞記事｣を展示した0

展示期間:平成8年10月29日(火)～11月17日(日)
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2　女性の抱える問題に関する相談事業

女性の直面している様々な問題について､女性の視点から自立と主体的な生き方を目

指し､相談カウンセリングにより､必要な援助と解決のためのサポートを行った｡

(1)相談事業

①　面接相談:専門の女性カウンセラーによる面接でのカウンセリング

月･木曜日　　　　　　　　午前9時45分から午後8時30分

火･金･土･日曜日･祝日　　午前9時45分から午後5時30分

～10代 �#��2�ヨo代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��l 合計 宙�"��ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 �2�171 �#�2�119 湯�8 ���2 鉄#b�35.6 

こころ �"�60 田R�29 湯�3 �� ��c��ll.4 

からだ ��4 ��� ��� �� 澱�0.4 

仕事上の齢 ��9 湯�9 ���4 �� �3"�2.2 

夫婦関係 ��23 ���b�46 �#��16 澱�1 �#3b�16.0 

親子関係 湯�60 都2�51 田2�10 ��9 �#sR�18_6 

人間関係 釘�93 鉄��41 湯�4 �� �#���14.2 

軽.性根害 ��8 迭�1 �� �� ��B�1.0 

暮らし �� �"�2 �"� ��1 途�0.5 

その他 �� ��1 ��1 �� �"�0.1 

合計 ����428 鉄C2�299 ��#"�46 途�13 ��ﾃCsb�100.0 

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��

件数 �����113 ��3��138 ��C"�115 ��3R�126 ���b�

月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

件数 綿ｸ��130 �����1,476 
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②　電話相談‥専用電話を使った､電話相談員による相談

月曜日から金曜日　午前10時から午後4時　午後6時から午後8時

土曜日･日曜日･祝日　午前10時から午後4時

～10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 窒R��ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 ���77 田��470 �#B�6 ��10 田Sb�19.8 

こころ 湯�152 ���b�272 �3R�ll ��44 田#��19.0 

からだ ��18 ��"�10 �"� ��10 鉄"�1.6 

仕事上の齢 ��36 ��R�22 釘�1 ��19 涛r�2.9 

夫婦関係 ��94 ��sr�161 田R�24 �2�27 鉄S��16.6 

頼子関係 �2�59 都B�148 都��25 �"�23 鼎�"�12.4 

人間関係 迭�134 涛��100 ��B�6 ��39 �3澱�12.0 

性.鮒棋 �"�15 �2�4 �� ��5 �#��0.9 

暮らし ���10 ����165 湯�5 ���87 �#澱�8.9 

その他 ��2 �"�8 �� ���181 ��釘�5.9 

合計 �#��597 鉄s2�1360 �#3��78 途�445 �2ﾃ3�"�100ー0 

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��

件数 �#ビ�268 �#�2�297 �3���249 �#迭�259 �#S��

月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 � 

件数 �#32�260 �3�B�3,312 
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主訴別相談件数

生き方 �+�+�.ｲ�からだ 俶H馼�2�,ﾉE�-ﾒ�夫婦 関係 刔h���ｭhﾅr�人間 関係 ��ｺI�ｸｪ2�Nﾘ･��暮らし �+ｸ,ﾉ�ﾂ� 

面接柘 ��526 ��c��6 �3"�236 �#sR�210 ��B�7 �"�1.476 

656 田#��52 涛r�551 鼎�"�396 �#��296 ��釘�3.312 

1.182 都途�58 ��#��787 田ビ�606 鼎2�303 ��澱�4.788 

‖面接相談l

墓らL o5%二

I-- -=l-甲壬.･･ 1

倍恥の悩みr2,% I

gjxiBuiBPi_　　　二二♪､

＼　}王!.ji

舌1らだ　04%･

その性　01%･　　　　　　　　　　　t=畢上の悩み(29繁1

三三Ii.

牽塵
十字

年代別相談件数

刀ウ'_　】6%

二二二:I_.

≡ :≡三≡二:: :::チ

-10代　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　70代-　不明　　合計

面荏相談　1 8　　　428　　　543　　　299　　1 22　　　46　　　　7　　　1 3　　1.476

l電話相談l　21卜597 】l　573　-1360　ト231 -　78　-　7 ll　叫312 1

1500

1 000

500

0

-面接相談　==コ電話相談

-10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代～不明
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③　特別相談

ァ　法律相談=女性弁護士による法律問題に関する面接相談

毎月第2木曜日　午後6時から午後8時

第4金曜日　午後2時から4時

読-＼ご 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 亦�ﾘxﾇb��批(%) 

夫婦(勝等) 釘�5 澱�5 澱�4 釘�4 途�5 釘�5 鉄��64_8 

相続.扶養 �"� ��� ��1 ���1 ���1 �2� 免ﾂ�12_1 

借地借家 �� �� �� �� �� ��� ���1.1 

消費者等 �� ��1 �� ��1 �� �� �"�2.2 

相隣関係 �� �� �� �� �� �� �� 

刑事事件 �� �� �� �� �� ��� ���1.1 

その他 ���3 ���1 �"�1 ���2 ��2 ��3 ��r�18ー7 

合計 途�8 唐�7 唐�6 澱�8 唐�8 湯�8 涛��100.0 

イ　からだの相談:女性産婦人科医師による医療的見地からの助言が必要なものにつ

いての面接相談　毎月第4土曜日　午後2時から午後4時

.=り 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb�猷比(%) 

婦人科の病気 ���2 ���3 ��2 �� ���1 ��� ��"�36ー3 

月経 �"� ��1 ��� ��� �� ���1 途�21.2 

更年期 �� ��� ��1 �� ��1 �� �2�9.1 

妊娠 ��� �� ��� �� �� �� �"�6_1 

セックス �� �� �� ��� �� �� ���3.0 

からだ一般 ��1 �� �� ��1 �� �� �"�6_1 

その他 �� �"� ��1 ��2 ��1 �� 澱�18.2 

合計 釘�3 釘�4 �"�4 �"�3 ���3 �"�1 �32�100.0 

からだの相談
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④　外国人女性のためのサポート･カウンセリング

ア　バイリンガル･カウンセリングの実施

府内に在勤･在住する外国人女性が､異文化の中で出会う様々な悩みに､母国語

及び日本語で相談を行い､問題解決に向けてサポートを行った｡

対象: -ングル､中国語､英語圏の女性

(在日韓国･朝鮮人及び中国残留孤児の女性も含む｡ )

相談員:女性で､母国語と日本語を話すバイリンガル･カウンセラー

日時:毎月第1 ･ 2 ･ 3土曜日の午後2時から4時まで

第1土曜日　　-ングルでの相談

第2土曜日　　中国語での相談

第3土曜日　　英語での相談

イ　英語を話す外国人女性及びハングルを話す女性のためのディスカッション･グル
ープの実施

日本で生活する外国人女性等が出会う共通の問題についてグループで話し合い､

情報を交換する機会を提供し､日本での生活における問題解決の支援を行った｡

英語は､平成8年4月から平成9年3月まで毎月テーマを変え､第3土曜日の正

午から午後1時30分まで､計1 2回実施｡

ハングルは､平成8年5月から平成9年3月まで､第1土曜日の正午から午後1

時30分まで､計1 1回実施｡

4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ���2 �2�合計 

′ヽ ン ブ ル ��ｩ&ｲ�0 ���2 ���3 �2�3 �"�2 ���1 ���19 

デイスかシヨン グループ ��0 ���0 �2�3 �"�2 �"�0 釘�1 ��r�

中国語 �1 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 ���3 

莱 語 ��ｩ&ｲ�0 �"�0 ���1 ���1 釘�3 �"�2 �"�19 

デイスかシヨン グループ ���3 �"�0 �2�4 �2�6 �2�7 釘�7 鼎"�

A Eコ 計 ��ｩ&ｲ�1 釘�2 �"�4 釘�5 澱�5 �"�3 �2�41 

デイスかシ∃ン グループ ���3 �(�ﾂ�0 澱�7 迭�8 迭�7 唐�∃8 鉄��
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⑤　期間を限定した特別相談

ア　ヤング･ -女(わたし)のための性とからだの相談

専用電話を使った､女性相談員による相談

期　間:平成8年10月13日から平成8年10月15日までの3日間

午後1時～8時

相談件数: 23件

イ　トランタン　30代女性のための生き方相談

専用電話を使った､女性カウンセラーによる相談

期　間:平成9年3月6日から3月8日までの3日間

午後1時～8時

相談件数: 61件

⑥　相談員会議

平成8年4月から平成9年3月まで､ 8月を除く毎月(偶数月は第3木曜日､奇

数月は第1火曜日)の午前に計1 1回､相談事業の進め方についての調整や社会資

源台帳(相談関連機関情報)の整備等について検討を行うとともに､毎回1例づっ

｢事例検討｣を行い､相談員の研境を図った｡

(2)サポートグループ

同様の悩みをもつ女性のグループを結成し､ファシリテ一夕-中心に自分の悩みを

語り合い相互に支援を行うことにより悩みの解決を図った｡

定員: 15名

日程 刮｣ �7G籀7ﾒ�フアシリテ一夕- 伜����)=b�

4/16-7/16 價穎亊B�12 �H+Y_ｹ��+8ｾ9iﾃ�粨鍠,ﾈ5ｨ4�5h8cx8ｲ�8�4862�/�ﾖﾈ*h.��宮本由雛(トンセンターカウンセラ-) 湯�

4/6-7/20 儁�ﾍ���12 鉄��8*�.x,ﾈ��b�本多和子(トンセンターカウンセラー) 免ﾂ�

4/18～7/18 儉�(��12 做�=�8ﾊizs�粐reI�ｸ�h/�ﾞﾘﾘx*�*B�楯みちよ(トンセンタ-かけセラー) �2�

9/19～12/12 冤y�｢�12 �5��ｸ6ｨ984�ｸｨ986x,ﾈｼ�*ｨ.雲ｹy�-ﾈ+X.h*B�宮本絶代(トンセンタ一方ウンセラ-) ��B�

9/14～12/21 �7况ｨﾍ�2�12 ��ﾈ,8*ｸ*�*(,ﾈ,�*ｨ訷ﾊR�平扱みどり(トンセンタ-肘ンセラ-) ��2�

1/14-3/25 �?�8運2�10 倡�支,JH-ﾈ,(ﾜY(b�,X.�齷Zｨ/�ﾊ俯�*(+ﾘ*ﾘ,�*"�*�ﾌﾈ,b粐��内藤みちよ(トンセントカウンセラー) 湯�

1/14-3/25 �騅ｨﾍ�2�; 10 �5h984�8ｸ8�487H/�[8+X*ﾘ+x+(+r�碓みどり(トンセンタ-如ンセラー) ��2�

1/18～3/19 �7况ｨﾍ����10 �-�*ｸ+�.�.るW96�ｨ,ﾈ��,x.�,�,x*H*�*�.ﾘ.尼�本多利子(トンセンターがンセラー) ����

-19-



(3)講座の開催

①　女性(わたし)のためのカウンセリング講座の開催

女性が自己実現していくために必要な視点を､カウンセリングの手法を用いて紹

介し､自立と女性問題解決に資した｡

定員:60名　受講者数:85名　時間:午前10時～12時

月日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 迭�#��竰�ジェンダー社会と女性の心の健康 ��ﾈｮﾉ69^B�6x985ｨ986y�ｨﾇ�9h5*"簫�486ﾈ自uｲﾒ��

2 迭�#ｈ懌��カウンセリング概論Ⅰ 亶ｸ�(ｴ��2�6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
～人間を理解する理論～ 

3 澱��竰�カウンセリング概論Ⅱ �'H-ﾘ,x.ｈ6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
～カウンセリングとは～ 

4 澱�ﾂ�竰�女性のライフ.サイクルと心の発達 冏ｹ�ﾙ�����6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

5 澱��r以竰�女らしさの心理的代償 ���*�窺�)冲ﾘ��,x.�u�5ｨ985簫�皦ｫ"鞐X飛��

6 澱�#"�7鋳�からだのライフ.サイクルと更年期 ��~韈�萎)8ﾉ�ﾉ�Y�ﾉ�ｨ�9+r��

7 途�"�竰�`家族"の幹と限界 刎�4ﾈ5�8ｈｹ���ﾙ$鋳�

8 途��竰�"家族"をめぐる法律の知識 做)/ｸ��窺�贅��

9 途��b�竰�｢自分のための｣カウンセリング講座を修了して �4ｨ4X985､｢楢廁��{��b�

10 途�#2�竰�女性のからだとセクシャル.ライツ �(����4X488ｸ5�5ｨ985籐�Xﾞ2��

ll 途�3��竰�"夫婦"関係について考える �ｩy育��6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8辻��
～夫とともに変わっていくには～ 

12 唐�#��竰�自分を大切にする生き方とは �>�ｴ�+�.b�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

～自律と自立の第-歩～ 

13 唐�#r�竰�フェミニスト.カウンセリングを通してみ 俑h岑椹�2�4X488ｸ5�4ｨ4X985ｨ8ｸ6b�

る女性の悩み 仍餃ﾒ��

14 湯�2�竰�女性と自己表現 亶ｸ�(ｴ��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

15 湯����竰�フリートーク 册�68ﾔHﾆ"�6ぺ985ｨ985籐xｩ�)9h5"ﾘ6��

～15回の講座を体験して～ �486yuｲﾒ��
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②　女性のための自己表現セミナーの開催

自分の意見をうまく表現したり､人前で話すのが苦手であるなどの女性が､自分の

能力を把握し､活かしていくための自己表現や人間関係のあり方等を紹介した｡

後期は､ ｢女性のための自己表現ワークショップ｣とし､ロール･プレイ実習を中

心に行った｡

〔前期〕　定員:50人　受蕎者数:46人

時間:午後6時30分から午後8時30分　受講料: 3,500円

月日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 澱�粟���対人コミュニケーションの成り立ち ��ﾈｮﾉ68ﾔH�2�6x985ｨ985籐Lｩ%99h5"ﾘ6��486x6r��ｷｹgｹ�ｹ�2�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��>�曲+�.b�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

2 澱��B椅2��対人コミュニケーションと"女らしさ" 

3 澱�#�粟���心の基本的人権 

4 澱�#ｈｾ���さわやかな自己主張とは-. 

5 途�粟���自己表現の実例に学ぶ①～ロール.ルイ実習～ 

6 途��"椅2��自己表現の実例に学ぶ②～ロ1いプレイ実習～ 

7 途��宙ｾ���自己表現.自己主張の必要なとき 

〔後期〕　定員:40人　受講者数:45人

時間:午後6時30分から午後8時30分　受講料: 4,000円

月日 度耳耳7ﾒ�講師 

1 ����B�竰�自己表現とは 自己表現を妨げるもの ��ﾈｮﾉ68ﾔH�2�6x985ｨ985籐'�6x6h486ﾂﾘ6�ﾒ��

2 ���#��竰�場面別.状況別チェック 自己表現の難易度を知ろう 言語.非言語の自己表現 僵X-ﾘ+�.b�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8辻��

3 ���#ｈ懌��親密な関係での自己表現のコツ 職場での自己表現 亶ｹgｹu)�r�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8辻��

4 �"��竰�ロール.プレイ実習 �>�:�-ﾘ+�.b�6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8��ｲ��ｷｹgｹu(ﾄ2�6x985ｨ985��ｸ*�7H985ｨ8��ｲ��
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月日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

5 �"��ｈ懌��ロール.プレイ実習 偸ﾈ-ﾘ+�.b�6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8辻��ｪ�ｹ�ｹ�2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

6 �"�#R�竰�

7 �2��竰�

8 �2�ﾂ�竰�

③　フェミニスト･カウンセリング専門講座(理論編)の開催

女性の自立と主体的な生き方をめざす新しいカウンセリングを行うために必要な
専門知識を修得するための講座を開催した｡

定員: 40人　　受講者数: 55人

時間:原則､土曜日の午前1 0時から午後0時30分　受講料二　8,000円

月日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 免ﾂ��b�7鋳�-シンポジウム- なぜフェミニスト.か)ンセリングが必要か ���

2 免ﾂ�#"粟���フェミニストカウンセリングの基本的な考え方 ��ﾉD�ﾔH�2�6x985ｨ985��ｹ�ｨﾇ�9h5"ﾘ6h486ﾂﾘ����

3 免ﾂ�3��7鋳�従来の心理学の女性理解と問題点 傚�$亢��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

4 ��"��7鋳�心身症にみる女性の人生 冏HﾏXﾆ"�>��H框{�>�2��

5 ��"��B�7鋳�女性とアルコ-ル依存 �8ﾉg���窺�Wｹzx+�+�.ｲ卯Y�ﾘﾘx5ｨ985��ｲ��

6 �*ｳ��ﾂ�7鋳�母娘関係のフェミニズム的理解 �H�8肢���4X488�985�4ｨ4X985ｨ8ｨ984�-ｲ��

7 ����ｉ7鋳�性暴力.性的虐待への対応と援助 兀�676UⅢ�ﾆ�'W6Xｬﾈｸh檍8�5ﾂ�6��

8 亦�#bр��女性の悩みと自己表現トレーニング 兌ﾙm�5H��衣�����Y��鐫��

9 ���#bモ��論理療法.認知療法の考え方 兌ﾙm�5H����ﾘﾔI�Xｧyu鋳�

10 �"���7鋳�暴力とジェンダー 刎��2越x毘�X鬨�����

ll �"����フェミニストカウンセリングを実践してきて 伜斡ﾘ��汳�7H4h7�6ｨ5�6x4ｨ4X985ｨ8ｨ98ｬ���

12 �"��R�7鋳�エンカレッジメントを活用する法 �>�[H+�.b�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8辻��

13 �"��R���リプレイミングと逆説療法 �����4駭r雨姥ｹzy�Xｧx��r��

14 �"�#"�7鋳�男女の性差とジi.ンダー社会 �>几(��井�I�Xｧx舐��

15 �2���7鋳�フェミニスト鴫点からみるカウンセラ-舵 册�68ﾔH�2�6x985ｨ986y�ｨﾄ�%99h5"ﾘ6h486ﾂﾘ5��ｲ��
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(4)女性関係相談機関ネットワーク会議の開催
府内の女性関連施設の相談事業部門との連携を密にし､有機的な相談が実施できる

体制づくりを図るため､関係相談機関の連絡調整会議を行った｡

日時 �>�vR�参加模関 

第 兌ﾙ�ﾃ吋繆ﾈ���?｢粟���情報交換等 �#斡�ｭbイy�ﾂ��

1 回 佻�3(鳧��H鰾�儻ｸｭhﾅs����9*ﾉ�ｨｭhﾅs�b�+ｸ,ﾉ�ﾃ��

第 兌ﾙ�ﾃ僖��ﾈ�3�?｢盈ｒ�研修｢ギャンブル依存症と女 �#亢�ｭbイy�ﾂ��午後1時30分～3時30分 ��ｸ,�,(*(,J2�府関係12 

2 剄u師:大阪商業大学教授 倡9*ﾉ�ｨｭhﾅs�b�

回 剪J岡一郎 情報交換等 �+ｸ,ﾉ�ﾃ��

3　啓　発　学　習　事　業

男性を含めた府民の関心を喚起し､女性問題解決のための啓発活動を行うとともに､
自主的な学習活動を支援した｡

(1)女性問題啓発講座の開催
女性問題に対する正しい理解と認識を深めるための各種講座を開催した｡

①　男女協働子育てシリーズ｢3歳児神話｣をこえて
3歳児神話をこえて､ ｢女性と男性がともに子育てに参加する｣をキーワードに

子育てについて考えていく講座
定員:70人　受講者数:80人　午後2時から午後4時

月/日 �)ｧ�,B�講師 

1 迭�ﾂ�7鋳�男は育児ができないか? �>�:�ﾔ��2委izxﾘ(ﾕｨｸｲ��

2 迭��ｉ7鋳�子どもからみた父親.母親 ～子どもをとりまく大人の課題～ 兀餾H���窺�ﾖxｬXﾎﾉ�X鬨舐��

3 澱���7鋳�子育て心理学にまつわるウソとホント 舒);�Oﾉ'���窺��9zy�Xｧx��r��

4 澱��7鋳�育児ノイローゼ.育児不安からの解放 ��ﾉvﾙ4竕?ｩgｸ��]ﾉ%hﾎB��

5 澱��R�7鋳�子どもか育つ環境をつくる ～共同子育ての実践から～ ��ｩ69����愛ﾉ,ｸ�9zy(h匣ﾏiu鋳�
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②　女性作家がひらいた世界一日本文学一
中世と現代､それぞれの時代のなかで活躍した女性作家たちが何を表現してきた

のか､時代と重ねながら読み解く講座
定員: 70人　　受講者数: 77人

月/日 途ﾘ7ﾒ�講師 

1 迭�#ｈ懌���C｣3����c｣3��森壕子の自分探し 冦�ｩk餔ﾂ�5(8�,�5�6r��

5 澱�盈ｒ��C｣�����c｣���中世の女涜日記文学と母性 俑�ｭiW����y¥ｩ_��Xｧx舐��

③　イベント企画コーディネート講座
イベントの企画から実行までのプロセスとノウハウを実践的に学ぶ講座

定員: 30人　　受講者数: 3 8人　　午後2時から午後4時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 澱��竰�イベント企画とプロセス 凛I68諟��曳ｸﾘ(ﾛｸｾﾘｻﾙ+r��

2 澱�ﾂ�竰�プランから実行まで(講座.搬錨) �6�ﾈ妻��У$"�4�ｴ��9Uﾂ��

3 澱��ｈ懌��プランから実行まで(展示企韓) 冢ﾈ鮖uｸ���8ｸ7ﾈ8�485��ｲ��

4 澱�#R�竰�広報.プロモーションのすべて 凛I68諟��曳ｸﾘ)�)�9��*��

5 途�"�竰�フェミニズムの視点を企画に生かす ��ﾈｮﾉ68ﾔHﾆ"�6x985ｨ985闔ｩ])%99b�

には �5"ﾘ6h486ﾂﾓ辻��

④　男女協働社会をめざす経済学講座
女性が抱えている問題を経済学の視点でとらえ直し､学習する講座

定員: 40人　　受講者数: 37人　　午後1時30分から午後4時

月/日 �)ｨ耳耳7ﾒ�講師 

1 �����"�7鋳�ジェンダーの経済学 �'ﾉ(hﾆ)Oﾈ����i�Xﾎ�iYI�r��

2 �����忠7鋳�年金の経済学 �H�8ｷh���,x詹nY)y�ｩ)y5ｸｧyYI�r��

3 ����#"�竰�介護の経済学 凛(ﾊ侈ｸ����Xﾞ9|9zy�Xｩ8檍��ｧy�假b��

4 免ﾂ�"�7鋳�女性と開発の経済学 倅�i=h��дﾄﾘ7h8ﾘ5x4h4�6x7ﾖ坪5yfﾒ靈88h6ｨ7H4h8���

5 免ﾂ��b�7鋳�情報の経済学 倅�h葈����i/xｶ�彙��
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⑤　アジアの文学と女性たち
ァジアの女性たちの生き方や考え方､社会における地位などについて文学を通し

て考える講座
定員‥70人　受講者数‥39人　午後2時から午後4時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 免ﾂ��宙懌��韓国の女性作家たち 倡8�ｨ���雨愛�ｩ�Xﾅ�-ｹ="��

2 ��"�2�竰�ビルマの女性作家たち �>ﾉ68-ﾘ,x.ｉM�e夷ｩihｧxｸ鋳�

3 ��"��b以竰�中国文学の女性たち 亅�ｷiOﾈ���=驂y�Y�刎�u鋳�

(6)時間の超整理法
貴重な時間を上手にやりくりして､受講生がやりたいこと､やるべきことについ

ての整理の方法を学ぶ講座

定員=40人　受講者数:63人　　午前10時から午後0時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 ���#��竰�時間のやりくり法 ��H鉙�(��云ｹ}鋳�

2 ���#ｈ懌��あなたの1日のスケジュールは? ��ﾈｮﾉ68ﾔH�2�6x985ｨ986yxｩ&�9b�5"ﾘ6h486ﾂﾘ6�ﾒ��

3 �"��竰�遊びの時間の作り方 �68�8鳧���6x985ｨ985闔ｨ馼��9b�5"ﾘ6h486x5簫��

⑦　男女協働社会をめざす法律講座
今日の女性が抱える閉篭をテーマに､それに関わる法律について国際的な比較を

しつつ､ジェンダーの視点から読み解く講座

定員:40人　受講者数‥39人　午後1時30分から午後4時

月/日 度耳耳7ﾒ�講師 

1 �"��ｈ懌��変わる｢家族｣と女性の地位 �+y$ｩ�ﾈｹ韈�位h贅��

2 �2��竰�セクシュアリティの自由と性暴力 �&凩���ﾕﾒ位h贅��

3 �2��2盈ｒ�表現の自由と表現される側の人権 倩i$ｨ楮��逢x����Xｧyd�ｧyYIu鋳�

4 �2��ｈ懌��男女雇用機会均等とその実態 亶ｹ&靠X��云��r��

⑧　カップル生活術
より良いパートナーシップを築こうと考えている方を対象に､住まい､ライフス
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タイル､親族について考える講座
定員: 5 0人　　受講者数: 3 5人　　午後2時から午後4時

月/日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 �2��7鋳�カップルでの住まい方 �69(hﾕ���姻ﾈ/�孜�Xｧyu鋳�

2 �2��R�7鋳�カップルのライフスタイル 刎位�4�r絢I:�,ｩEﾉM�辷��[h峪YI+r��

3 �2�#"�7鋳�親族との関わり方 �68ｭI�x��窺�蝎%i)x�=i�｢�

(2) ｢ウイメンズフォーラム｣

10　ドーンフェスティバルー96に別掲

4　女性の能力開発に関する事業

女性の社会参加･参画を促進するため､女性の能力の開発･育成に必要な講座等の
開催や支援事業を行った｡

(1)社会参加をめざす女性のための自己開発講座
社会参加をめざす女性が自己を見つめ､社会との関連で自分に対する理解を深め

るとともに､女性の多様な社会参加の実態にふれ､社会に対し働きかける力を養う
など､社会参加に必要な基礎的能力を向上させるための講座を開催した｡
定員:36人　受講者数:35人　午前10時から午後0時

月/日 ��俎X蹌�7~マ 

1 ����#ｈﾈ竰�自 分 探 し 傚y�ｸ,ﾈ齪ﾌ溢�ﾋｸ,h��檍�����津村明子(トンセンタ-駈) 

2 免ﾂ��粟����6h6�ﾃｨｶ9�/�,ｨ+X,I&ﾘ.俾兒｢���齷Zｨ,ﾈ�8ﾊ�,ﾓ�ﾈ*h,ﾓ��川喜田好意 (トンセンタ一 服担当コ-デイト夕-) 

3 免ﾂ�ﾂ以竰�

4 昧ﾂ��R粟���｢���ｨ齷Zｨ/�&ﾘ.定齷Zｨ/�6�*h.��竹之下雅代 (トンセント柑事業ス夕./フ) 

5 免ﾂ��ｈﾈ竰�

6 免ﾂ�#"緯r��倆�檍/�&ﾘ.帝�ﾈ�(/�&ﾘ.��音調担子(トンセントカウンセラ-) 

7 免ﾂ�#宙ﾈ竰�傚y�ｸ*ｩ:ﾘ*ｹ��*�.�+ﾘ-�,��ﾂ�尼川洋子 (トンセント情離当コ-デイネ-汁 
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月/日 �7h�ｸ7ﾒ�俎X蹌�

8 ��"�"鮎r��自 己 表 俾兒ｨ/�Uﾈﾋｸ+x.宙齷Zｨ/���*ﾒ��井上理津子(フリーライター) 

9 ��"�以竰�

10 ��"��2粟����7(6h4�,X齷Zｨ/�ﾎｨ.停�田上時子 

覗 俾侘��(/�ﾊ�,�*�.r�(トンセンタ一 事艶当コ-デイネ-汁) 

ll ��"��b以竰�

12 ��"�#�粟���再 就 敬 に 向 け て �*著4x986Rﾘ5h8�98,i(hｭH-ﾈ,h-��金香百合 (大阪YWCA幹事) 

13 ����2以竰�俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7c��

14 ���#�鮎r��俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7c"�

15 ���#B粟���俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7c2�

月/日 �4�7ﾒ�俎X蹌�

16 ���#r以竰�再 就 敬 に 向 け て 俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7cB�金香百合 (大阪YWCA幹事) 

17 ���3�粟���俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7cR�

18 �"�2以竰�俐H���X8�4�5h8x6(7cb�

19 �"�粟���俐H���X8��ｸ4�5h8x6(7cx,h-ﾈ,h-��

20 �2�3�以竰��7H4�8ﾘ�ｸ4�6(7b�

講師と受講生との橋渡し役として､竹之下雅代(ドーンセンター相談事業スタッフ)
がコーディネーターを務めた｡

(2)ニューワーク創業支援事業

女性の経済活動における社会的不平等の是正と女性の新しい働き方の創造を目的と
して､ ｢起業｣という手段で社会的に意義の高い仕事を自ら創りだし､自立と自己実
現を図る新しい働き方を行おうとする女性に対して､創業のための各種支援を行った

①女性のためのニューワーク創業支援講座
会社の作り方や会計等起業に必要な基礎的な知識や技術を効果的に学ぶ講座を開催

した｡

定員:40人　　　受講料:30, 000円
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<6月期>　　受講者数: 4 1人

月日 ��講師 プーマ 

1 澱��R�オリエンテーション 埠t"�5x8DｧEX駟k�ｼr�

(土) 假8ﾗX�(齪ﾌ���樓Hｴ霈h彿7�6�4h6(4��
ビジネスと自分探しのマーケテイング ��因I~h���r度8ｸ5�6y�9Uﾉ�ｹo��

事業計画と経営戦略について(1) 兢�圷ﾕr育9j�7�984饋8ｼr��x��

事業計画と経営戦略について(2) 

2 澱��b�女性起業家成功事例(1) 儻9Fｨ蓼釐��稲ﾂ�+�耳壑�ｹo��しい 倬hｼi�y�H,h檍��,ﾈﾞﾈ.雲ｲ�岡本量弘(離会計掲所) 

成功のためのオープニングカレンダー 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9j�6�984韜iIR��

3 澱�#��女性起業家成功事例(2) 侏I68芥���r�8ﾈ48987H8ｸ5�6x7X42�(土) 佝�8�(,hﾆ�ﾓ��片岡晃ルム 

経営者と経理2 兢�圷ﾕr育9�984饋8ｼr��

4 澱�3��コンピューターを使った会計 ��Y'ﾈﾄ�ut"�5x887�98馼ｩ���ﾈ�ﾂ�ｦ�ﾞ����ｈ屍�.ﾘ5定6�4X5ｒ�(日) ���iZｨｯ)5�ｩ�ﾒ�

女性起業家成功事例(3) 

5 途��2�女性起業家成功事例(4) 冦依I���2茜B燃�8�487I�9Uﾉ�ｩ8｢�(土) 儻9:韃冩�,ﾈ��k�,i(ﾘ�2�〟 あだちゆきこ(WWB/ジャパン億) 

オープニングカレンダー発表 

6 途��B�ビジネスゲ-ムく7ドミニスルーシヨン〉 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9j�6�984饋8ｼr��x��しい �4�8ｸ�ｸ7h6h4(5�4ｨ6(5h8x92�

資金調達について ��ﾈ�ﾂ�]�圷�稲ﾂ�7h8ﾈ5り4坪8ｸ5籀6�6�487R�

市民事業の可能性と世界への広がり 
修了式 ��iz2�

交涜サロン 

<9月期>　　受講者数: 38人

月日 ��講師 丁~マ 

1 湯��B�オリエンテ-シヨン 埠t"�5x887�98駟���

(土) 假8ﾗX�(齪ﾌ���樓Hｴ霈h彿7�6�4h6(4��

女性起業家成功事例(1) �6yYHｶxﾆ"�r疋�$X4�8�7X竒�

事業計画と経営戦略について(1) 兢�圷ﾕr育9j�6�984韜h豐���ﾈ�ﾂ�

事業計画と経営戦略について(2) 

2 湯��R�女性起業家成功事例(2) �>ﾈｷiOﾂ�4�99�ｨ488(92��(日) 倬hｼhﾇh柯,h檍��,ﾈﾞﾈ.雲ｲ�岡本星弘(岡本会計事跡) 

起業のためのシミュレーション 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9j�7�984韜ik�ｼr��
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月日 �7h�ｸ7ﾒ�講師 

3 湯�#��ビジネスと自分探しのマーケテイング ��因I~h���r�7H8ｸ5�6y�9Uﾉ�ｹ�ﾒ�(土) 佝�8�(,hﾆ�ﾓ��片岡晃(市民パンク事務局) 〟 

経営者と経理2 

4 湯�#��コンピューターを使った会計 ��Y'ﾈﾄ�ut"�5x887�98駟e����ﾈ�ﾂ�ｮ(鯖����7xｫ�5�5��ｸ6x5�4��ｸ8ｲ��沌1 ���iZｨｯ)5�ｩ�ﾒ�
女性起業家成功事例(3) 

5 ������女性起業家成功事例(4) 冦依I���2永R燃�8�487I�9Uﾉ�ｹo���ﾈ�ﾂ�*�+�+�.H*ｸ+��t"�5x887�98竒��(土) 儻9:韃佛��,ﾈ��k�,i(ﾘ�2�
起業のためのシミュレーション 

6 ������ビジネスゲーム〈アドミニスルーシヨン> 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9j�6�984韜h豐���ﾈ�ﾂ�用十 �4�8ｸ�ｸ7h6h4(5�4ｨ6(5h8x92�
資金調達について ���]�圷��(��7h8ﾈ5り4��ｸ8ｸ5��ｸ6�6X4(7R�

市民事業の可能性と世界への広がり 
修了式 ��9Uﾉ�ｹo��

交涜サロン 

<2月期>　　受講者数: 3 1人

月日 �7h�ｸ7ﾒ�講師 

1 ���#R�オリエンテーション 埠t"�5x887�98ｴ鮎r�

(土) 假8ﾗX�(齪ﾌ���樓I+Hｼh徂ﾆ86�4h6(4��
ビジネスと自分探しのマーケテイング ��因I~h���r努GB�5�6y�9Uﾉu冩��

事業計画と経営戦略について(1) 兢�圷ﾕr育9j�6�984驀hｼr��x��

事業計画と経営戦略について(2) 

2 ���#b�女性起業家成功事例(1) 乘�68蓼釐���+(*ﾘ.xﾝ�4Y�9Uﾂ��しい 倬hｼi�y�H,h檍��,ﾈﾞﾈ.雲ｲ�岡本畳弘(岡本会計事新) 
起業のためのシミュレーション 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9+x6�984韜hｩ��

3 �"��女性起業家成功事例(2) ��皐�Oﾂ�7Hｫ�4��｢�4x486y�9_ｨ�2�(土) 佝�8�(,hﾆ�ﾓ�鞍�ﾘ,ﾉzﾈ.｢��大竹薫(WWB/ジャバ'ン事粥) 〟 
コンピューターを使った会計 

4 �"��女性起業家成功事例(3) �'ﾉ�ｨｹﾘ���r�*(/�.(/�¥8靖�r�梯�]�圷ﾕr育9j�6�984韜h豐��(日) 佝�8�(,hﾆ�ﾓ"�5��ｸ5�5�5�6h4"��
損益分岐点分析 

5 �"�#"�ビジネスゲーム〈7ドミニスル-シ3ン〉 俚):�ﾆ(ｷiu宙�9j�6�984韜hｩ��x��m依I���2�(�燃�8�487H奢靖z2��ﾈ�ﾂ�(土) �4�8ｸ�ｸ7h6h4(5�4ｨ6(5h8x92�

女性起業家成功事例(4) 
不動産契約の実務と注意 

6 傲�2� ��(ﾕ位h�ﾓｹ��)xｼr���ﾈ�ﾂ�x��
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②ニューワーク事業相談
事業計画の作り方を始め､融資申込のための手続など開業までの手順に沿った起

業に関する相談を実施した｡
･日　程:　5月24日(金)､ 25日(土)　　7月19日(金)､ 20日(i)

8月23日(金) ､ 24日(土)

11月15日(金) ､ 16日(土)

10月25日(金) ､ 26日(土)

1月23日(禾) ､ 24日(金)

3月7日(金) ､ 8日(i)

･相談音数:　53人

･担　当: WWB/ジャパン事務局スタッフ

5　調査研究事業

O ｢大阪の女たち｣歴史的資料の発掘t収集
大阪で､文化､労働､福祉､社会活動など､各界において先駆的な活躍をしてきた女性

たちの生の声を､聞き書き及びビデオ撮影の方法により残すことによって､男性中心に語
られてきた歴史を女性の視点から検証することを目的に､ ｢大阪の女たち｣資料収集事業
を実施した｡

(1) ｢大阪の女たち｣資料収集検討委員会の設置･運営
･委　員:井上理津子(フリーライター)

木村涼子(大阪女子大学学芸学部助教授)
下之坊修子(ビデオ工房AKAME)
津村明子(㈲大阪府男女協働社会づくり財団専務理事､トンセント館長)
林　千章(嚢膏新聞記者)

･第1回会議:平成8年1月29日(月)　午前10時～12時

座長及び副座長の選任について
｢大阪の女たち｣資料収集基本方針について

･第2回会議:平成8年2月29日(木)　午後2時～4時

｢大阪の女たち｣資料収集対象者の人選について
･第3回会議:平成8年8月22日(木)　午後2時～4時

｢大阪の女たち｣資料収集対象者の取材ポイントについて
｢大阪の女たち｣資料収集対象者の人選について

(2)聞き書き及びビデオ撮影
平成7年度に引き続き､検討委員会で対象者を選定し､聞き書き及びビデオ撮影を

実施したo
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6　女性のネットワークづく　り事業

女性の団体､グループ等に活動の拠点となる場と機会を提供し､活動経験やノウ-
ウ等の情報の蓄積､提供を行い､交流の活発化を図った｡

(1)女性のためのアフターファイブ交流サロン

働く女性が､視野を広げ､仕事や生き方のステップアップを図り､情報交換､異業
種交涼等のネットワークをつくる場を提供したo

定　員: 80人

参加費: 2,500円(4月19日実施分)

前売2,500円　当日2,800円(6月21日以降実施分以降)

午後6時3 0分から午後8時3 0分

月/日 �5�5�6y9��参加者数 

1 釘��宙ｾ���ゲスト小牧道子(世界傭鞍野究家) 塔��ﾂ�

コ-デイネ-卜本多利子(ドづセンターカウンセラー) 

2 澱�#�粟���ゲストあずみけいこ(求-別スト) 都��ﾂ�

3 ����3�盈ｒ�ゲスト神田ゆかり(ソLl)エ) 塔I�ﾂ�

4 ��"��2粟���ゲストねぎぼうずSAYO(一人人相団主宰) 鼎I�ﾂ�

5 �"�#ｈｾ���ゲスト西山万里(ハーブコーディネーター) 都��ﾂ�

(2)ジャンプ活動報告交流会

大阪府ジャンプ活動助成事業の成果を広く府民に還元するとともに､各グル-プの
交流を促進するため､助成を受けたグル-プによる活動報告､情報交換の場を提供し
た｡

日　時:平成9年3月28日(金)　午後2時から午後5時

参　加:500円

内　容:ジャンプ活動助成を受けたグループによる活動報告､資料展示及び交蘇

参加グループ: 12グループ

7　文化表現事業

女性による文化､表現活動を支援するとともに､女性に対する固定的なイメージや
社会意識の変革をめざし､女性に関する文化､表現活動を支援した｡

(1)女性映像フェスティバル　　　ドーンフェスティバルー96に別掲
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(2)女性のためのビデオ講座の開催

①　女性のためのビデオ講座(初級編)
初心者を対象に､ビデオ作品の企画から撮影､編集までの実習を中心にした講座

を開催した｡

定員: 2 0人　　受講者数: 2 1人　　受講料:5,000円

午前1 0時～午後0時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 迭��b盈ｒ�オリエンテーション �68�8鳧����6x985ｨ985��ｸ馼ｼi%99h5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��岔Eieh�8����6x985ｨ986x7(6hﾚY/h*ｨ6x6r��

2 迭�#2盈ｒ�企画.構成.シナリオ 

3 迭�3�盈ｒ�カメラワーク一ライティング 

4 澱�盈ｒ�撮影 

5 澱��2盈ｒ�

6 澱�#�盈ｒ�編集 

7 澱�#r盈ｒ�

8 途�盈ｒ�

9 途�ﾂ盈ｒ�

10 途��ｉmｒ�発表会.批評会 

②　ビデオ･ジャーナリスト入門講座
ビデオ機器の取扱いの経験のある中級者を対象に､ 1人でシナリオを書き､撮影

し､編集をして1つの作品を完成させる､実習を中心にした講座を開催した.

定員: 20人　　受講者数: 23人　　受講料:5,000円

午後2時.-午後4時

月/日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 免ﾂ��B盈ｒ�オリエンテーション �68�8鳧����6x985ｨ985闔ｨ馼��9h5#rﾘ486x5簫��岔Eieh�8����6x985ｨ986x7(6i�ｨ��*ｨ6x6r��

2 免ﾂ�#�盈ｒ�企画.構成 

3 免ﾂ�#ｉmｒ�シナリオ 

4 ��"�盈ｒ�取材 

5 ��"��"盈ｒ�撮影 

6 ��"��忠mｒ�

7 ���盈ｒ�編集 

8 ���#2盈ｒ�

9 ���3�盈ｒ�

10 �"�盈ｒ�発表会.批評会 
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(3)定期上映会(ドーン･シネマクラブ)

女性監督の作品や女性の視点に立つ映画の上映等を行った｡

入場料:前売　800円　　当日1,000円　場所:視聴覚スタジオ

月日 ��8防ﾞﾉV�5�5�6y9��参加者数 

5/14(火) �(*(,(*���.ｨ+ﾙ?ｨ,�2ンYD鶇4�8�8ｨ4｢��471 

(7Fホール) 忠<�¥ｨ韋�檠?ﾈ�ｩ{�k9{��

1 迭��r粟���｢よみがえれカレーズ｣(89年､日本) 塔r�

｢戦場の女たち｣(89年､日本) 

2 途�#2�竰�r蓮かなる波の音､外臥妻達の那(95年､日本) 鉄R�

ト-ク:マイケル.ゴールド/トグ(賓憧) 

3 湯�#�粟���｢奈結ちゃん｣(95年､日本) 都��

4 ���#�粟���｢選択と運命｣(93年､イスラエル) �����

5 �2��r粟���｢プリティ.リーグ｣(91年､アメリカ) ��B�

(4)女性芸術劇場
女性の手による女性の視点を持った舞台芸術公演を開催し､広く府民に鑑賞の機会

を提供した｡
と　こ　ろ: 7Fホール

入　場　料:前売3,000円　当日3,500円

参加者数:延300人

日時 �>�vR�-キャスト等 

12月6日(金)衣 �(��靉ｸ,h5�985�7X8ｨ5�ﾘ6�2�女太鼓 
7日(土)午後 唳���靉ｸ��B�森田ゆりほか7名 

･地霊の女枇ち～鯨傭(ダンス) �5�985�7X8ｨ5�ﾘ6��

･姑配ダンスブリゲ-ドのクロスセ7シヨソ �4�8ｨ5る�ふsrﾙD�C��kﾂ�

8　国際交充事業

(1)アジア太平洋女性ネットワークフォーラム

世界､とりわけアジア太平洋地域と大阪の女性たちと連携･交流を深め､共通する

課題の解決や､女性の地位向上について協力できる関係を深めていくため､タイ･マ
レーシア･ベトナムから女性を招聴し､シンポジウム･交流会等開催した｡

期間:1月18日(土)～2.3日(木)

招晴着　○スティーラ･トムソン　(タ　イ)

女性の地位向上協会副会長､ジェンダー開発研究所アドバイザー

○クリスティナ･ラムラン　(マレーシア)

アジア太平洋女性情報研究センター企画担当員

○グエン･キム･クック　(ベトナム)

ベトナム女性連合国際部長
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ゲスト　○マイティ二一･ポンスベ

メコン川開発委員会事務局人的資源開発チーフ

主な実施事業

○シンポジウム
日　時:

場　所:

T-7- :

コーディネータ:

パネラー:

参加者数:

1月19日(日)午後1時30分～午後4時
パフォーマンス･スペース

｢アジアの女性たちのエンパワーメントをめざす｣

藤枝清子(京都精華大学教授､大阪府女性問題懇話会座長)

海外招聴者3名
宇野澄江(ウィメンズセンター大阪)
一般府民150名

同日､ドーンセンター会議室などで､在阪の女性NGOの企画による
ワークショップを開催し､海外招聴音はゲストとして参加した｡

堺市での交涜事業

○シンポジウム
テーマ: ｢アジアの女性たちのネットワークとエンパワーメント｣

参加者:泉南･泉北地区市町村NGO活動グループ､女性行政関係
者及び堺市民　500名

箕面市での交流事業

○アジア女性交読会
テーマ一二｢女性と人権｣をめぐるアジアの現状とNGOの取組

参加者:箕面市民100名

(2)海外向け情報誌の発行
センターの知名度を高め､情報の集積を促進するとともに､センターの活動や日本

の民間レベルの女性問題情報を海外に発信するため､海外情報誌を発行し､世界各国

の政府機関､ NGO､国連機関､国内関係機関等に送付した｡

･発行時期　　平成9年1月

･部　　数　　3, 000部

･規　　格　　A4判12ページ

･タイトル　　DAWN

･編集会議　次の委員からなる編集会議を設置し､編集基本方針や記事内容､執

筆依頼先等を決定した｡
<編集委員>

井上はねこ(編集工房アミ主宰)
宇野澄江(ウィメンズセンター大阪スタッフ)

クマラ　スウェンソン(大阪女学院短期大学助教授)

浜本幸子(芦屋大学教授)
･基本方針　ドーンセンターの紹介を柱に､日本の女性のおかれている状況や日

本の女性センターの持つ役割を伝える｡
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･記事割り

ページ �>�vR�執筆者 

P1-P2 �*�*(+8,*H6��ｸ985ｨ985籀,ﾉ�ﾙzxﾆ��ﾂ�■■~ 津村明子(トンセンタ-館長) 

趣旨､施設紹介､情報誌発行の趣旨など 

P3 �6��ｸ985ｨ985��ｸ,ﾈ馼ｼh,�,(*(,B�田上時子(トンセンタ一事業担当 コーディネーター) 

P4-P5 �4ｨ4X985ｨ8ｨ984�*�.x-ﾘ.傚y�ｹ�ﾂ�川喜田好意(ドーンセント舵 

(相談事業のデータを交えて) �%99h5"ﾘ6h486x6r��

P6-P8 �?ｩgｸ,ﾈ��ｸ5ｨ985��ｸ,ﾈﾋｸ�8,io�ｨB�宇野澄江編集委員 

P9 ��Xﾞ8,ﾈ��ｸ��樞�井上はねこ編集委員 

(桂あやめインタビユ-) 

Plo ～Pll �6h�ｸ5�,X-ﾘ.�?ｩgｸ,ﾈ��ｲ�浜本幸子編集委員 

P12 ��Xﾞ9Wｸ,ﾈ��樞�クマラスウエンソン 

(大阪府の印刷物などを参考に) 兢(�効蹴�

9　健康に関す　る　事業

(1)マシンジム講習会
ウエルネスのフロア(地下1階)に設置した温水プール及びマシンジムの管理運

営を行うとともに､マシンジム利用者講習会を実施した｡

講習会実施回数 �409回 

参 加 者 傚y�ｲ�2,616人 俘xﾇc2ﾃS#)�ﾂ�

男性 涛�i�ﾂ�

(2)フィットネススクールの開催

府民の健康の保持･増進を図るとともに､ドーンセンター利用者の交流を促進す
るため､地下1階ウェルネスのフロアにおいて､フィットネススクールを開催した

定　員二スイミング15人　エアロビクス20人

ビギトエアロビクス､】)7レ7シュ体乱らくらくり7レ7シュ繊　4月斯-20人　7姻以降122人

回　数:各スクールとも10回

受講料:各スクールとも10,000円
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スクール名 况ｩ?｢�時間 假8ﾗX�)�B�

4月期 度ﾈ隸｢�lo月劫 緬y2�

スイミング(初級) 佇騅ｩ?｢�13:45～15:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) 佇騅ｩ?｢�18:45～20:00 ��R�15 ��R�15 

スイミング(初級) �騅ｩ?｢�13:45～15:00 辻�- 辻�15 

スイミング(初級) 冦益ｩ?｢�10:30～11:45 ��R�15 ��R�15 

スイミング(中級) 仞�vｩ?｢�13:45-15:00 ��R�15 ��R�15 

ビギナーエアロビクス �騅ｩ?｢�10:30～11:30 �#��22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス 冦益ｩ?｢�19:00～20:00 �#��22 �#"�22 

ビギナーエアロビクス 仞�vｩ?｢�18:30～19:30 �#��23 �#"�22 

エアロビクス �騅ｩ?｢�18:30～19:30 �#��20 �#"�20 

リフレッシュ体操 冦益ｩ?｢�14:30～15:30 �#��22 �#"�22 

らくらくリフレッシュ体操 仞�vｩ?｢�10:30-ll:30 �#��22 �#"�22 

合計 剴����191 �����207 

10　ドーンフェスティバル' 96

開館2周年を記念し､女性の自立と参加･参画をテーマに各種イベントを実施し
た｡

と　き:平成8年11月8日(金)から10日(日)まで(3日間)

ところ:ドーンセンター7Fホールほか

メインテーマ:男女協働社会づくりへの戦略を考える

(1)ウィメンズフォーラム

とき: 11月8日(金)　参加者:延べ450人　　ところ:7Fホール

時間 途ﾘ7ﾒ�ゲスト 

1 ��C｣��ﾓ�C｣3��大阪府女性基金プリムラ賞授与式 ��

2 ��C｣3�ﾓ�c｣���トーク' 傴ﾉgｹt8��萎ﾈ彙��

｢メディアにおける今どさの女性像.男性凱 亳y69�騏)Oﾂ栄h蹣Uﾈ彙��

(2)コンサート｢赤松充子とアンサンブルタクト｣ ～ピアノと木管の妙なる調和～

とき: 1 1月8日(金) 19:00-･21二00
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参加者:350人　　ところ:7Fホール
･出演:赤松充子(ピアノ)､倉田雅生(フルート)ほか

･曲目:F･ダンツイ/木管五重奏曲　変ロ長調　作鼻56-1ほか

･参加者:350人

(3)女性映像フェスティバル

とき: 11月9日(土)　　参加者:延630人　ところ:7Fホール

時間 �>�vR�講師等 �.�R�

1 ���｣3�ﾓ�#｣#R�映画と監督のスピーチ �:�ﾋI'����各500 

｢杉の子たちの50年｣(96年､日本) 宙防柯ｬI<"��

2 ��3｣3�ﾓ�C｣3��トーク｢映像が女性で輝くとき｣ 俘)nﾈ来���旭)¥�冉ﾙKXｴｵ竰�

3 ��C｣C�ﾓ�S｣3��映画と監督のスピ-チ 估i$ｩH韈��

｢ふれあうまち｣(95年､昨) 宙防柯ｬI<"��

4 ��c｣��ﾒ�映画上映｢女人､四十〇｣ (95年o香港､監督:アン.ホイ) ��

(4)ミニシンポジウム

と　き: 11月10日(日)　午後　　参加者: 50名

ところ: 1階パフォーマンススペース

テーマ:激論スタジアム｢どうする!どうなる? 『夫婦別姓』 ｣

ゲスト:長谷川京子(弁護士)

(5)どへんとこいフェスタ'96

女性グループ等の自主企画イベントをテーマ別企画参加型イベントと一般企画参
加型イベントに分け実施した｡

①　テーマ別企画参加型イベント
21世紀に向けて｢男女協働社会づくりへの戦略｣をさまざまな角度から考える

ため､財団主催のウィメンズフォーラム及びミニシンポジウムと併せてテーマ別

参加型イベントを実施した｡

日時 努籀7ﾒ�実施グル-プ.内容 

ll/9(土) 仆8屍�･グループ"波(ウエ-プ)" 

0:00-13:00 剋qどもとおとなの人権ワークショップ 
ノーありのままの自分つて?～ 

ll/9(土) 兀�2�高齢社会をよくする女性の会.大阪 
13:30-16:30 刄pフォーマンス｢私たちはこのように生き終え 

ます｣と討論会 
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日時 努籀7ﾒ�実施グループ.内容 

ll/9(土) 17:00-20:00 佝��┼:ﾒ�B真筆至芸底孟重要姦遠景韻凱32,1軍紀の男 

ll/10(日) 10:30-13:30 ��ﾘ�������/{tyr霜ろ言説歪竺潜哲治をつなぐ会 

-女性も政治を大いに語ろう!- 

ll/10(日) 俛�ﾝｹyﾘ���朝鮮人従軍慰安婦問題を考える会 

14:00-17:00 】 剩C展慧さん講演会｢朝鮮統治と日本の女たち｣ 
-文学について- 

(2)一般企画参加型イベント
自由なテーマによる講演会､シンポジウム､パフォーマンス､展示､バザーなど

の自主企画イベントを実施した｡

日時 �>�vR�開催会場 伜����B�

11月18.呂鋸喜…33茸§呂 佇(檄H5h987ﾈ5x4R�諸芸義巌妄 �#84�8ｸ�ｸ7b�

11月190指雄88:fgioO8 �7�7H4��ｸ7ﾘ985��ホール､パフォー マンススペ-ス �#�4�8ｸ�ｸ7b�

11月18.摘圭83…33発§§ �5x麕H6�5Rﾙ9��峯去墓室讐艶､撃 鼎(4�8ｸ�ｸ7b�

1 1共　催　事　業

ドーンセンターの施設の特色を活用して実施する､当財団設立の基本理念に沿った事
業を共催する｡

月日 �>�vR�場所 仄Hﾜ9�ｨ詹_ｲ�鋤者敦 

4/猫舌) ��i��8�9o��R顋IUﾉ$�():雜8ﾘｹE�鞁B�7倍ホール �(･ｩ_椅8�8���500 

宇剖鼎ヲ �&ｨ,ﾈ+ﾘ-�,ﾊ(5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98ｻ8�2�4酎会議室 �8�985�5ｨ986x5(7�8X6ｨ5��ｸ5b�8x98ｻ8��93 

7/21(日) 認�wDｶ免ﾄ6�6W'Bs電ｦ���薈�$ﾔ�4��7常ホール ��Xｸ�5(98�(.�+8*��500 

9/28(土) 俛�ﾝｸ5h987ﾈ5x4X8�)&ｩ�飲y��,ﾈﾙ�*�.x4�987X686�/�ﾇﾒ�*h,J2�ハフォーマン ��ｩE8v乘9l�686��160 
ススペース 

12～/猫里∃ 兩�)xﾗX､ﾘ7�7ﾘ8�8H,ﾈ-8.�,h*�.z5��+�,x.�,hｧﾂ�パフォーマン ススペース 冽ieﾙ�ﾉy9$X橙�500 

3/89(朝日 傚y�ｸｧx,ﾈ雕梔Gﾄ｣�4ｨ8ｸ8�92&b�梢ホール 冖x����X鬨��ｸｧxｬﾈｸh橙�1480 
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12　広報事業

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主要事業などの周知を図り､センターの利用と事

莱-の参加を促進するため､各種媒休を用い広報活動を行ったが-

(1)情報誌｢DAWN｣の作成

ドーンセンター主催講座･イベントの案内や受講者･参加者の意見､感想､グル
ープ活動紹介､センター施設紹介等を内容とする情報誌を作成し､都道府県をはじ

め府内外の女性関係施設､市町村女性政策関連行政機関､図書館等に配布した｡
･A4版8貢10, 000部

･平成8年6月(第7号)､　平成8年9月(第8号)

平成8年12月(第9号)､平成9年3月(第10号)発行

(2)利用案内パンフレット等の作成

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センターの

利用と事業への参加を促進するため､施設利用パンフレット､センター主催事業の
チラシ等を作成した｡

1 3　-時保育事業

子育て中の女性の社会参加を促進･支援することを目的として､ドーンセンターの
主催事業への参加者やライブラリー等の利用者を対象に｢こどもの-や｣を設置し､
一時保育事業を実施したo

(1)実施内容

(丑　主催事業の一時保育

センター主催事業参加者を対象として､一時保育を実施した｡

②　定期保育

ウエルネスのフロアやライブラリーセンター利用者等を対象として毎週木曜日

に実施した
･保育時間(9:30-12:30､ 13:30-16:30)

(卦　｢こどものへや｣の貸し出し

センター施設を利用する団体･グループが保育を実施する場合に､ ｢こどもの
へや｣の貸し出しを行った｡

(2)保育協力者　　5 1名(平成9年3月3 1日現在)

保育協力者については､府婦人会館での協力者や大阪府内の女性関係施設におけ

る保育ボランティア養成講座終了生､保育経験者､保母･幼稚園教諭･看護婦等の

資格所有者及び資格取得見込み者(学生)を中心に募集した｡

(3)保育協力者の定例会及び研修会
｢こどものへや｣の自主的な運営を行うため､保育協力者の参加の下､保育活動

状況や､ ｢こどものへや｣の運営等についての定例会を開催した｡ (計8回)

また､センターの設立趣旨や目的､男女協働社会における保育等についての研修

を行い､その成果を保育活動に反映させるよう努めた｡ (計3回)
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(4) ｢こどもの-や｣の利用状況

主催事業 劔.葦ｩ]ｸ屍盈益ｩ?｢��僥貸出 ③ 俘xﾇb�t��t��t"�

円陣鼓① 倡�,x.�'h�ｩ]ｸ支ｺi|ﾘ飛�"���IXﾝｨt��子とも敷 兢ｸ支ｺi|ﾘ�)�B�

4月 釘�7 途�8 涛��49 ��"�24 

5月 免ﾂ�56 ��經��8 塔b�46 ��2�32 

6月 �#��73 都��8 涛b�49 ��b�44 

7月 ��R�40 鼎��8 �����51 ����41 

8月 �"�15 ����10 ��3��65 ��r�29 

9月 途�36 �#b�8 ���b�52 ��R�30 

io月 澱�34 �#��10 ��C��67 ��R�31 

lュ月 ����127 田r�8 ��3��59 唐�35 

12月 ��"�67 �3R�8 涛r�44 ��B�34 

1月 ����46 鉄b�6 塔��32 唐�33 

2月 �#��72 鼎b�6 塔��33 唐�34 

3月 ����53 鼎"�8 ���R�54 ��2�39 

8年度計 ��S2�676 鼎s��96 ��ﾃ#s��601 ��Sr�406 

7年度計 ��S2�482 �3#b�94 涛迭�506 ��SB�401 
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第2施設の管理

ホ職寮窮乱㌫三㌢夕-の管喋宮を行うとともに府齢方々に

1来館者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J'(単位:人)

＼ ��8�9��ホール等 �8�487Y��ﾒ�ウエルネス 倩ｸ���その他 俘xﾇb�1日平均 

4月 ��Bﾃ�#"�13,460 途ﾃs���8,153 都R�1,606 鼎Rﾃ�3B�(25日) 1,837 

5月 ��"ﾃ�Cr�8,198 途ﾃs�r�7,045 �##b�1,639 �3bﾃ都"�(23日) I,607 

6月 ��rﾃC3��13,790 唐ﾃc���10,943 ��CB�1,918 鉄"ﾃゴ"�(26日) 2,033 

7月 ��Rﾃ3���8,448 唐ﾃC���10,990 ��c"�1,701 鼎Rﾃ����(25日) 1,800 

8月 ��"ﾃS���9,340 ���ﾃ�湯�ll,075 �����1,600 鼎Bﾃs32�(27日) 1,656 

9月 ��Bﾃ3cR�9,660 途ﾃ都��8,902 湯�1,835 鼎"ﾃsC��(24日) 1,781 

io月 ��BﾃSS��9,929 唐ﾃ#�"�8,392 ��sB�1,906 鼎2ﾃ�s"�(25日) 1,727 

11月 ��bﾃ3釘�10,540 途ﾃ鼎��7,545 田2�1,608 鼎Bﾃ����(24日) 1,837 

12月 ��2ﾃ##2�7,587 釘ﾃ3SR�4,629 鉄��1,482 �6ﾂﾃ3#r�(23日) 1,362 

1月 ���ﾃ�Sr�8,050 澱ﾃャb�5,932 涛"�1,449 �3"ﾃScb�(23日) 1,415 

2月 ��Bﾃ��R�10,069 途ﾃC���7,383 ��S"�1,629 鼎�ﾃ����(23日) 1.774 

3月 ��Rﾃ�C��12,833 途ﾃ都��8,431 ��S��1,504 鼎bﾃ�3r�(26日) 1,770 

合計 ��s�ﾃ#S��121,904 茶3�ｒ��2ﾃ3�2�(338) 99,420 ��ﾃC�r�19,877 鉄�bﾃ#c"�(294日) 1,722 

7年度 ��SbﾃS3����117,678 茶3�r����ﾃン��(319) 94,701 �2ﾃs3R�21,716 鼎コﾃ#c��(296日) 1,639 



2　会議室･ホール等の利用

各種グループが女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進する目的を

もって行う学習活動等の催物の開催場所として､ドーンセンターの会議室やホールな

どを貸し出した｡

なお､センターの設置目的に支障のない範囲において､府民の健全で文化的な集会

及び催物等の実施に対しても会議室等を貸し出したo

(1)利用状況

①　会議室等の利用率

会議室等(%) 劔ホ-ル (%) 駐�yfﾘ7ﾘ985��5�7��ｸ5��３��合計 (%) 

会議室 刎���ヨ理室等 傅ﾈﾇb�

4月 都b���60.0 �3R絣�63.0 都"�"�34.7 田"���

5月 都B繧�72.5 鼎�綯�65.1 田2絣�30.2 田2紕�

6月 塔�絣�73.7 鼎R纈�70ー7 田b縒�66_7 都�紕�

7月 都r�"�66.7 鼎"���66ー3 鉄"�"�23.2 田5��

8月 田2�"�52.5 �#b縒�51.6 鉄"���45.3 鉄�綯�

9月 都b紕�73.6 鼎R���67ー4 田�綯�34_8 田R絣�

10月 都r�2�78.7 鼎�綯�67_6 田2綯�49_3 田b絣�

11月 塔R縒�86.8 田�縒�79.2 田b縒�58.0 都u��

12月 都"�2�78.0 鼎r�2�63.1 田�2�60.0 田R繧�

1月 都����79.7 鼎��"�63.0 鼎2�2�54_5 田�繧�

2月 塔�ﾃr�79.0 鼎�ﾃ��70.0 鉄B���59.1 田ゅ��

3月 都r纈�74.4 �3偵r�66.9 都偵"�66.7 田r紕�

8年度計 都b���72.6 鼎"ﾃ��66.3 田"���48.6 田R�2�

7年度計 田偵"�67.0 �3r�2�60.1 田"繧�37.8 鉄宝"�

②　利用目的別比率

種別 冦ｩ4�>�y駅�３��劍自Lｩy駅��３��

財団主舶塵等 唳6��&9�ﾂ�その他 俘xﾇb�

会議室等 澱���29.2 �#R�"�60.4 �3偵b�

ホール �2繧�8.9 �3B���46.7 ��｣S2ﾓ2�

パフオ-マンススペース 唐�"�4.0 �3b縒�48_9 鉄����

計∃6.0 �27.4 �#b���59.4 鼎���
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③　曜日別､時間帯別利用率

種 剏ﾟ前(沿 佻�2���夜間(粉 佗b�
別 �(9:30-12:00) 茶�3｣��ﾓ�s｣����(18:00-21手30) 儻B�

∠ゝ コ= 義 室 等 �*��59.3 都b���67.6 田r縒�

喜≡= 田偵2�88.8 鉄R繧�71.3 

碓 田B���87.9 �#E��58.8 

帽 田"���80.8 鉄b���66.3 

ホ r ル 兌ﾙ?｢�53.9 都偵��48.7 田�繧�

土曜 鉄%���77.1 鼎r纈�59.0 

碓 都ゅR�84.6 �3ゅR�67_2 

柑 鉄偵b�80.5 鼎b���62.0 

ハフォーマン スス′トス �*��32.7 鼎b�2�43ー8 鼎�纈�
::≡ 田�紕�75.0 鉄����61.8 

碓 鼎偵"�92.3 �3"�2�57.9 

欄 鼎�絣�62.2 鼎"�"�48.6 

合計 �*��57.8 都B纈�65.7 田b�"�

I:I 田ゅ��87.5 鉄R���70.2 

8祝 田B���87ー9 �#R綯�59.2 

棉 田�纈�79.9 鉄R���65.3 

3　視察対応

全国の行政関係､女性団体･グループ及び海外からの視察を受け､センター設立の
趣旨･目的並びに事業概要の説明を行った｡

団体等 相客月 俎9�ﾘｭhﾅr�丿R�種団体 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�俘xﾇb�
件数 ��ﾉ�B�-,.T ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�

4月 迭�53 �2�12 ���10 湯�75 

5月 �2�8 途�127 迭�91 ��R�226 

6月 �"�14 �2�65 釘�65 湯�144 

7月 釘�36 釘�45 途�81 ��R�162 

8月 途�79 �� �2�40 ����119 

9月 �"�6 �� ���3 �2�9 

10月 釘�69 ���5 途�100 ��"�174 

11月 釘�49 �"�4 �"�10 唐�63 

12月 釘�50 ���1 �� 迭�51 

1月 �2�59 �2�30 ���3 途�92 

2月 途�28 ���20 釘�104 ��"�152 

3月 迭�10 澱�18 唐�122 ����150 

合計 鉄��461 �3��327 鼎2�629;124 �1,417 

7年覆 ��S"�1,394 塔��1,952 �#��389i262 �3,735 
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4　グループ活動の支援等
ドーンセンターを定期的に利用するグループの活動支援と利用の促進及び交流を図

るため､次のとおり施設の提供等を行った｡

(1)グループロッカーの設置
グループが学習等の活動を行うために必要な物品を保管するとともにグルー

プ相互の情舵交換場所として､センター内にグループロッカールームを設けた｡
･利用団体数1 00団体･グループ(平成9年3月3 1日現在)

(2)登録団体制度の実施
男女の自立とあらゆる分野への参加･参画を促進することを目的として､ドー

ンセンタ-を定期的に利用するグループを利用者団体として登録し､優氾均にセ
ンターを利用できるよう､ ｢股の利用申込受付に先立って､利用申込を受け付け
る制度を実施した｡

･登録団体数　2 1 2団休･グループ(平成9年3月3 1日現在)

(3)ワークステーションの運営
ワークステーションに印刷機等の機器類を設置し､団体･グループ等の自主的

な活動のために必要な､チラシ･資料等の印刷やコピー､木工作業等の軽作業を
行うことができる無料のスペースを提供した｡

･設置陵器　印席臓､コピー俵､紙折儀､劫弼私製本院､木工電動工具

ワープロ

利用状況

棚諸仏) �8ｿｹ¥ﾉy駅�&9�ﾉ�B�ワ-1瑚用同職 

捕 鉄�B�124 辻�

捕 鼎モ�131 辻�

6月 田3R�142 辻�

7月 鉄#r�154 辻�

絹 鉄#B�133 辻�

9月 都C��164 辻�

10月 都#r�167 辻�

1川 鼎途�163 ���

12月 鼎ビ�121 �2�

捕 鼎C��118 �2�

2月 鉄���137 ��B�

叩 �3���154 �32�

合計 澱ﾃCィ�1,708 鉄B�
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(4)　情報交換プラザの運営
センター内外で行われる各種行軒か情報提供及びグループ活動の交流や情報の

交換が行えるよう､ 1階の情報交換プラザにおいてグループ･団体､行政機関等
のチラシやパンフレット等を配布した｡

府庁関係 倡9*ﾉ�｢�齢姓けタ- 俾偃X4�8ｸ�ｸ7b�合計 

平成8年度 鼎ィ�501 �#S��1,515 �"ﾃsS��

平成7年度 鼎�2�412 �##��1,054 �"ﾃ����

第3　財団の運営

1理事会の開催
第6回　　平成8年6月21日(金)

内　容‥役員の甑平成7年度事業報告及び収支決算等

第7回　　平成9年3月28日(金)

内　容:平成9年度予算､平成8年度補正予算の件等

2　ドーンセンタ｢貢ぎ推進委員会の開催

ドーンセンターの機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るた臥ド-

ンセンター運営推進委員会を開催し､種々の意見提言をいただいた｡

第6回　　平成8年7月1 5日(金)

内　容:平成7年度の事業綬告及び平成8年度事業計画

第7回　　平成8年12月1 6日(月)

内　容:平成8年度事業経過並びに今後の事業運営について

第8回　　平成9年2月24日(月)

内　容:平成9年度事業について
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平成8年度　ド-ン′センタ-ヨ三催講座　-　イベント及こド才子串-覧

事業 俎Xﾜ�kﾂ�剴Hﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 

十辞任 亅i�ｦ�>�ﾜ�ﾃ�����4�4�5ｨﾎ�-�-ﾈ,�*に;r�7兌ｹ63X���#"ﾓb����剪R�併行 �� �� �� �� �� 

ドーンネット検締陛陰樹配24回頼満､胤の 劔 �� �� �� �� �� ��

相談 凩永Tﾂ�,ﾉ�ﾘﾈﾃx4X985ｨ8ｨ984�+(ﾛ雨���亜�R�)fﾓ訂�ﾂ��剪�@ ����W, 舒r� �� �� �� 

州軌 劍7�6��*ｨｾ)y3b���r�唔�)J謁88ﾈ����2�?｢�� �� 剪� �� �� ��

窄 ���ｻ��ﾎﾂ�音耶i 冕ﾈ6x5�#8ﾜ鞆ｸｩ8/�+�*h�8ﾟ);CR��fﾓb��R����彪 俘�� �� �� �� �� 
封封筒豹ひ包セ世界一日本史芋ト(飼5/2B.6/6) � � �� �� �� �� ��

イベント錘ローデイネ-ト講杢畑5回6/4～T/2) � ��1-顔 傴(椶� �� �� �� ��

巾明 �&ｩ'yg"��;Fﾄ�ﾃ"ﾙ?｢�b���� �� �� �� �� �� 

アジ側たち(九月3回lVl9～lVl6) � �� �� �� �8��刀 �� ��

礎的 傀ﾈ�d�ｻ�8����)fﾕcB���� �� �� �� �� ��轡㌻L;:-l二二二 

棚 ��x+x��(捶�4f冦ォ��"����2��ｒ� �� �� �� �� ��# 

カツフ.)性病術亡臼敬3回3/8～3/22) � �� �� �� �� �� 

臥 �6ﾘ�8ｷ)I(ｩ�B鮎r餉XﾌY�ﾈ�ﾃ#���2�8�｢��剪� �� �� 亂ﾘ��� �� ��杉芳 
伽lJ7-4骨牌仕.日糾日6/】5～7/日､9/14-lO/l､1/25～2/23) 劔 �� �� �� 剪� 

わけ -T ��5簽sx48幄99��綛��B��津b�(�ｪDﾄ�6ﾊH�･dﾃ:C"�#ｒ�剿�� �%��更�ｲ� �� 侏�� 坦� ��� 

ジャン淵源陰撫(3/28) 劔 ���� �� �� �� ��

頚 壷D���,ﾈ7�6h7ﾉ�ｩzB��;初潮脂休曜日】0回5/]6～7/ll) ��湯 儼｢�貌‥… ~~~-~~~霧~◆ �� �� �� �� 
ヰ編柵各10回H/H～l2/E9､1/9～2/6) �� 剪� �� �� �� 

ト｣ン. 刄Vネマクラブ 店��R�zCr�#:C汀#�｢�)?｢�r�� �""R""� � �?｢�?｢粨���� �� 舒r� �%�ｦr��ｸ�H�ｲ�

脚揚嚇鼓とダンスプリゲート1J(l2/6,7) 劔 � �� � �� �� 

卜 1 l l 坪987H4h5�6X4(6�8ｳ��ﾈ繪?｢ﾓ��W"�汀�4X488�985�7H4��ｸ8�8��6x�ｸ4竰�ﾘ�9�8ｾ｣ｲ�v氾��tﾉ�ｨ極�ﾈ��6r��� �� �� �� 俐�� �� ��
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月オ団法人大阪府男女協働社会
-づく　り財団　　設　立　趣　意　書

1 9 75年の｢国際婦人年｣及びこれに続く｢国連婦人の1 0年｣を契樺として､世

界各国では､女性の地位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが

積極的に進められてきました｡

我が国においても､男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い､

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣を批准するとともに､新国内

行動計画を策定し､女性関係施策を推進しております｡

大阪府においても第1期､第2期行動計画に続き､平成3年9月には第3期行動計画

｢女と男のジャンプ･プラン｣を策定し､知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進

本部のもとに女性問題の解決を図るための施策を積極的に推進しております.

大阪が地球時代にふさわしく､人間と自然の調和を保ち､かつ文化の薫り高い国際都

市へ発展していくためには､男女が共に人間として尊重され､性差にとらわれることな

く､豊かな人間関係のなかで､人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会､即ち､

男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加･参画に基づく男女協働社会を実現する

ことが不可欠であります｡

しかしながら､男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く､男女の自立及びあらゆる

分野への対等な参加･参画を不十分なものとしています｡また､近年における高齢化､

情報化､国際化等の急激な進展により､女性問題に係わる新たな課題が生じてきており

ます｡

男女協働による真に豊かな社会を実現するためには､行政の力だけで達成できるもの

ではなく､民間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに､

企業､民間団体さらには府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開す

ることが重要です｡

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､そうした行政並びに府民､民間団体等が

連携した多様な活動を効果的に推進するために中心的な役割を果たすとともに､男女の

自立とあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するため､情報の収集及び提供に関

する事業､能力開発に関する事業､女性の抱える問題に関する相談事業､女性の交流の

促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業､調査研究及び啓発学習に関する事業､

女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪府立女性総合センター)の管理運営

を行うこと等により､男女協働社会の実現に寄与することを目的として設立するもので

あります｡
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月オ団法人大l坂府男女協働社会
Ij　く　り　財団　　寄　　附　　行　　為

第1章　総則

(名称)

第1条　この法人は､財団法人大阪府男女協働社会づくり財団と称する｡

(事務所)

第2条　この法人は､事務所を大阪市中央区大手前1丁目3番49号に置く｡

(目的)

第3条　この法人は､大阪府の区域内において､男女の自立並びにあらゆる

分野への対等な参加及び参画を促進する事業を行い､もって男女協働社会

の実現に寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条　この法人は､前条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行う｡

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の能力開発に関する事業

(3)女性の抱える問題に関する相談事業

(4)女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業

(5)男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するた

めの調査研究及び啓発学習に関する事業

(6)女性の健康に関する事業

(7)前各号に掲げる事業及び施設の管理運営の受託に関する事業

(8)前7号に掲げるもののほか､この法人の目的を達成するために必要な

事業

第2章　資産､会計及び事業計画

(資産の構成)

第5条　この法人の資産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産日録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入
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(資産の種別)

第6条　資産は､基本財産及び運用財産の2種とする｡

2　基本財産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財

産

3　運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(資産の管理)

第7条　資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

2　基本財産のうち現金は､郵便官署若しくは確実な金融楼関に預け入れ､

信託会社に信託し､又は国債､公債その他確実な有価証券に換えて保管し

なければならない｡

(基本財産の処分の制限)

第8条　基本財産は､これを処分し､又は担保に供することができない｡

ただし､この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは､理事会に

おいて､理事数の4分の3以上の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得

て､その一部を処分し､又はその全部若しくは一部を担保に供することが

できる｡

(経費の支弁)

第9条　この法人の経費は､運用財産をもって支弁する｡

(事業計画及び予算)

第10条　この法人の事業計画及び予算は､理事長が作成し､毎会計年度開始

前に理事会の議決を得なければならない｡これを変更する場合も同様とす

る｡

(暫定予算)

第11条　前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは､理事長は､予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる｡

2　前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみなす｡

(事業報告及び決算)

第12条　理事長は､毎会計年度終了後3カ月以内に､事業状況報告書､収支

計算書､正味財産増減計算書､貸借対照表及び財産目録等を作成し､監事
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の監査を経て､理事会の承認を得なければならない｡

(長期借入金)

第13条　この法人が資金の借入れをしようとするときは､会計年度の収支を

もって償還する短期借入金を除き､理事会において理事数の3分の2以上

の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得なければならない｡

(会計年度)

第14条　この法人の会計年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月31日に

終わる｡

第3章　役員

(種別)

第15条　この法人に､次に掲げる役員を置く｡

(1)理事長　　　　1人

(2)専務理事　　　1人

(3)理事(理事長及び専務理事を含む｡ )

1 0人以上2　0人以内

(4)監事　　　　　　2人

(選任)

第16条　理事及び監事は､理事会において選任し､大阪府知事の承認を得る

ものとする｡

2　理事長は､理事の互選により定める｡

3　専務理事は､理事会の同意を得て理事長が指名する｡

4　理事及び監事は､相互に兼ねることができない｡

5　理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は､

理事数の3分の1を越えてはならない｡

6　監事は､相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない｡

(織務)

第17条　理事長は､この法人を代表し､業務を統括する｡

2　専務理事は､理事長を補佐し､日常の業務を処理し､理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

3　理事は､理事会を構成し､業務を議決し､執行する｡

4　監事は､次の職務を行う｡

(1)法人の財産の状況を監査すること｡

(2)理事の業務執行の状況を監査すること｡

(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは､こ
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れを理事会及び大阪府知事に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会を招集すること｡

(任期)

第18条　役員の任期は､ 2年とする｡ただし､再任を妨げない｡

2　補欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残任

期間とする｡

3　役員は､辞任又は任期満了の後においても､後任者が就任するまでは､

その職務を行わなければならない｡

(解任)

第19条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは､理事会において､理

事数の4分の3以上の議決により､これを解任することができるoただし､

理事会において､その役員に対し､議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない｡

(1)心身の故障のため､職務の執行に堪えられないと認められるときo

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認

められるとき｡

(報馴等)

第20条　役員は､無給とする○ただし､常勤の役員は､有給とすることがで

きる｡

2　役員には費用を弁償することができる0

3　前2項に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事長が定める0

第4章　理事会

(構成)

第21条　理事会は､理事をもって構成するo

(権能)

第22条　理事会は､この寄附行為で別に定めるもののはか､この法人の運営

に関する重要な事項を議決する｡

(種類及び開催)

第23条　理事会は､通常理事会と臨時理事会の2種とする0

2　通常理事会は､毎年2回開催する0

3　臨時理事会は､次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡

(1)理事長が必要と認めたとき｡

(2)理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって
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開催の請求があったとき｡

(3)監事が第17条第4項第4号の規定により､招集したとき｡

(招集)

第24条　理事会は､理事長が招集する｡ただし､前条第3項第3号の規定に

ょる場合は､監事が招集する0

2　理事長は､前条第3項第2号の規定による請求があったときは､その日

から1 4日以内に臨時理事会を招集しなければならない0

3　理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的及び審議事項を記載

した書面をもって､少なくとも7日前までに通知しなければならないo

(議長)

第25条　理事会の議長は､理事長が当たるo

(定居数)

第26条　理事会は､理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない｡

(護決)

第27条　理事会の議事は､この寄附行為で別に定めるもののほか､出席した

理事の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによ

る｡

(書面表決等)

第28条　やむを得ない理由のため､理事会に出席できない理事は､あらかじ

め通知された事項について､書面をもって表決し､又は他の理事を代理人

として表決を委任することができるD

2　前項の場合における前2条の規定の適用については､その理事は出席し

たものとみなす｡

(議事鐘)

第29条　理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成し､こ

れを保存しなければならない｡

(1)日時及び場所

(2)理事数

(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については､

その旨を付記すること｡ )

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録著名人の選任に関する事項
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2　議事録には､その会議において出席した理事の中から選任された議事録

署名人2人以上が､議長と共に署名押印しなければならない｡

第5章　委員等

(設置)

第30条　本財団に､第4条に定める事業の円滑な促進を図るため､必要に応

じ､委員を置き､又は委員会を設置することができる｡

2　委員の選任､委員会の設置､運営その他必要な事項は､理事会の同意を

得て､理事長が別に定める｡

第6章　事務局

(設置)

第31条　この法人の事務を処理するため､事務局を置く｡

2　事務局には､事務局長その他の職員を置く｡

3　事務局の職員は､理事長が任免する｡

4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

(書類及び帳簿の備付け)

第32条　事務所には､次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければな

らない｡

(1)寄附行為

(2)理事､監事及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可､認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める磯関の議事に関する書類

(5)収入､支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産､負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

第7章　寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条　この寄附行為は､理事会において理事数の4分の3以上の同意を得､

かつ､大阪府知事の認可を得なければ変更することができないD

(解散)

第34条　この法人は､民法第6　8条第1項第2号から第4号までの規定によ

るほか､理事会において､理事数の4分の3以上の同意を得､大阪府知事
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の承認のあったとき解散する｡

(残余財産の処分)

第35条　解散後の浅余財産は､理事会の議決を経て､大阪府知事の許可を得､

この法人と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとするo

第8章　雑則

(委任)

第36条　この寄附行為の施行について必要な事項は､寄附行為に定めるほか､

理事会の議決を経て､理事長が別に定める｡

附則

1　この寄附行為は､この法人の設立許可のあった日から施行する0

2　この法人の設立当初の役員は､第1 6条第1項から第3項の規定にかか

わらず､設立者の定めるところとし､その任期は､第1 8条第1項の規定

にかかわらず､平成8年3月3 1日までとする｡

3　この法人の設立初年度の事業計画及び予算は､第1 0条の規定にかかわ

らず､設立者の定めるところによる｡

4　この法人の設立初年度の会計年度は､第1 4条の規定にかかわらず､設

立許可のあった日から平成7年3月3 1日までとする.

附則

(施行期日)

1　この寄附行為は､平成6年9月1日から施行する｡
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貝オ団臥　大阪府男鰯社≦き-づく　り月オ団

役員名簿　　　　　　　　　　　　　　　平成9年3月3 1日現在

役員名 冩��Ykﾂ�

理事長 亳y�(ﾉ"�前大阪府副知事 

専務理事 (館長) �,9W9��k韈��元大阪府生活文化部長 

理事 偃委ｹ?��2�大阪府生活文化部長 

理事 ��969�9mｨ�"�大坂女子大学学長 

理事 俘(ｻH蓼�[h耳ｷﾈ+��大阪国際文化臨会代表 

理事 �'ﾉ(hﾆ)Oﾈ��+��龍谷大学経済学部教授 
(財)大阪市女性協会副理事長 

理事 ��ﾉm���H韈��園田学園女子大学文学部教授 
劇場｢タイニィ.アリス｣主宰 

理事 豫X+ﾙ6�.i�xﾈ騏r�関西経済同友会常任幹事.事務局長 

理事 �%ｹ?ｨ8宇X/��作曲家､フォークソング歌手 

理事 凩�tﾈ<��こ財)関西消費者協会理事長 

理事 儘ﾙ�ﾈ7�8h4ﾂ�花園大学文学部助教授 
元オリンピック体操選手 

理事 冏�>�6�h���関西ニュービジネス協議会常任幹事 

理事 伜)gｹ5H���労働省jd坂婦人少年室長 

理事 ��tﾈ/�ﾖｲ�同志社大学法学部数投 

理事 �>�ｸﾌｲﾒ�弁護士 

監事 �7ie9M�?ｨ��/ｨﾍﾂ��大阪府副出納長 

監事 儖hﾞ瑛h/�｢�ﾂ�大阪府生活文化部次長 
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ドーンセンター運営推進委員会設置要綱

(設置)

第1条　大阪府立女性総合センター(ドーンセンター(以下｢センター｣という. ) )

の機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､センター館長(以下

｢館長｣という｡ )の下にドーンセンター運営推進委員会(以下｢委員会｣という｡ )

を置く｡

(所掌事務)

第2条　委員会は､センタ-の円滑な事業運営に関して意見及び提言を行うo

(組織)

第3条　委員会は､館長が学識経験者､団体･グループ､利用者等の中から委嘱した委

員をもって組織する0

2　委員会に､座長及び副座長をおく｡

3　座長は､委員の互選により還任し､副座長は､座長の指名による0

4　座長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

5　副座長は､座長を補佐し､座長に事故あるときは､その職務を代理する｡

(任期)

第4条　委員の任期は､ 2年とする｡ただし､補欠の委員の任期は､前任者の残任期間

とする｡

(招集)

第5条　委員会は座長が招集し､座長がその議長になる｡

(報酬)

第6条　委員は無報酬とする｡ただし､委員には別に定めるところにより費用を弁償す

ることができる｡

(庶務)

第7条　委員会の庶務は､財団法人大阪府男女協働社会づくり財団事務局において行う｡

(委任)

第8条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関して必要な事項は､館長が定

める｡

附則

この要綱は､平成6年1 0月2 7日から施行する｡
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ドーンセンター運営推進委員

平成9年3月3 1日現在

氏名 冩��Ykﾂ�備考 

岩堂美智子 ��Xﾞ8�9zy�Xｧxｻ8��座長 

中村正 凛ykﾘｭ��Xｧx�ｻ8��副座長 

上野哲人 ��Xﾞ9Wｹ(i7(�*粳>�*竟(ｺh橙� 

加藤佳津子 �?ｩgｴ%�y�Xﾞ84�8�7R� 

釜瀬富士子 �?ｩgｸﾆ���i[x��ｮ�h馼ｼiYB� 

金香百合 宙ﾞ���Xﾞ5付4�ｫ(饕� 

黒木賢一 ��夐�9|84�7H4(5�� 

桑原富士子 宙����Xﾞ9WｸｬXﾎﾉ��ﾘx橙� 

小林和子 俘)~竟�檍/�.h*ﾘ+x.傚y�ｸ,ﾈ橙��Xﾞ2� 

社納葉子 稗�"蜥� 

高見陽子 �4X488�985�5ｨ985��ｹ�Xﾞ2� 

豊田治子 �<i�yWy�ﾉ��k�i�ﾈ迚YB� 

中田理恵子 宙��兀Ix陝�_ｨﾊHｸh�� 

中村伸江 �4ｨ4X985ｨ8ｨ984�y:�Hｸh橙� 

長山清志 �5�7�488�8ｲ� 

登圭操子 �$$"ﾔ�4�ｴ�� 

九本郁子 ��Xﾞ8�ｧx��%ｨｯｩ�Xｧxｻ8�� 

宮本英子 俛�ﾝｹWy�ﾉD��Xﾞ8,ﾈ橙� 

森野啓子 �,�,�.ﾘ,(+�ﾈ��ｨｺhｶ8橙� 

和田淳子 �4�4X8ﾘ8�� 

ー60-



大阪府立女･隆総合センタ-条伊rJ

(設置)

第1条　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し､もって男女協働社

会の実現に資するため､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣という｡ )を

大阪市中央区大手前1丁目に設置する｡

(事業)

第2条　センターは､次の事業を行う｡

1女性の抱える問題に関する相談を行うこと｡

2　女性に関する情報の収集及び提供を行うこと｡

3　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進するための講習会､講演

会､催物等を開催すること｡

4　センターの施設を前号に規定する講習会､講演会､催物等の開催の用に供するこ

と｡

5　前各号に掲げるもののほか､前条の目的を達成するため必要なこと｡

2　センターは､前項各号に掲げる事業を行うほか､前条の目的の達成に支障のない限

り､その施設を府民の健全で文化的な集会､催物等の利用に供することができるo

(使用料)

第3条　センターを利用しようとするものは､次の各号に掲げる場合の区分に応じ､当

該各号に定める額の使用料を納付しなければならない｡ただし､マシンジム､フィッ

トネススタジオ､プール及び駐車場を利用しようとする場合の使用料の額は､別表第

2に掲げる金額とする｡

1利用者が第1条の目的のために利用する場合　別表第1に掲げる金額

2　前号に掲げる場合以外の場合　別表第1に掲げる金額に2を乗じて得た額

(還付)

第4条　既納の使用料は､還付しない｡ただし､知事は､特別の理由があると認めると

きは､その全部又は一部を還付することができる｡

(減免)

第5条　知事は､特別の理由があると認めるときは､使用料を減額し､又は免除するこ

とができるo

(管理の委託)

第6条　知事は､センターの管理に関する事務のうち､センターの利用､事業の運営及

び施設の維持に関する事務を財団法人大阪府男女協働社会づくり財団に委託すること

ができる｡

(規則への委任)

第7条　この条例に定めるもののほか､センタ-に関し必要な事項は､規則で定めるo

附　則

(施行期日)

1　この条例の施行期日は､規則で定める｡

(大阪府立婦人会館条例の廃止)

2　大阪府立婦人会館条例(昭和3 8年大阪府条例第6号)は､廃止する｡
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大阪府立女･性総合センタ-条例施行規貝rJ

(趣旨)

第1条　この規則は､大阪府立女性総合センター条例(平成6年大阪府条例第1号｡以

下｢条例｣という｡ )第7条の規定に基づき､大阪府立女性総合センター(以下｢セ

ンター｣という｡ )の管理に関し必要な事項を定めるものとする｡

(開館時間)

第2条　センターの開館時問は､午前9時3 0分から午後9時30分までとする｡ただ

し､知事は､特別の理由があると認めるときは､開館時間を臨時に変更することがあ

る｡

(休館日)

第3条　センターの休館日は､次に掲げる日とする.ただし､知事は､特別の理由があ

ると認めるとさは､休館日を変更し､又は臨時に休館することがある｡

1水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和2 3年法律第1 7 8号｡以下

｢法｣という｡ )に規定する休日(第3号に掲げる日に当たる場合を除くo以下同

じ｡ )に当たるときは､その日後直近の開館日)

2　法に規定する休日の翌日(その日が法に規定する休日､前号に掲げる休館日又は

土曜日若しくは日曜日に当たるときは､その日後直近の開館日)

3　12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の制限)

第4条　センターを引き続き5日を超えて利用し､又は同じ月のうち5日を超えて利用

することはできない｡ただし､マシンジム､フィットネススタジオ､プール若しくは

駐車場を利用しようとするとき又は知事が特別の理由があると認めるときは､この限

りでない｡

(利用の申込み)

第5条　センターを利用しようとするものは､利用申込書(別記様式)を知事に提出し､

その承認を受けなければならない｡

2　前項の規定にかかわらず､マシンジム､フィットネススタジオ､プール又は駐車場

を利用しようとするものは､知事が別に定める利用券の交付による承認を受けなけれ

ばならない｡

(使用料の納付時期)

第6条　前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下｢利用者｣という｡ )は､当

該承認の際に､条例第3条に規定する使用料を納付しなければならない｡ただし､知

事が特別の事情があると認めるときは､この限りでない｡

(使用料の還付)

第7条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には､条例第4条ただし

書の規定に基づき､既納の使用料のうち､それぞれの当該各号に定める額を還付する｡

1天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用できない場合で知事が適当と

認めるとき　使用料に相当する額
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2　ホール又はパフォーマンススペースの利用に係る利用者が利用の日の3月前まで

に利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する額

3　ホール又はパフォーマンススペース以外の利用に係る利用者が利用の日の1月前

までに利用の申込みを取り消したとき　使用料の5割に相当する額

(転貸等の禁止)

第8条　利用者は､利用の承認に基づく権利を譲渡し､又は他人に利用させてはならな

い｡

(利用承認の取消し等)

第9条　知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は､センターの利用承認

を取り消し､又はその利用を制限し､若しくは停止させることがある｡

1　センターの利用の申込みに偽りがあったとき｡

2　他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼし､又はそのおそれがあるとき｡

3　建物及び設備を損傷し､若しくは汚損し､又はそのおそれがあるとき0

4　条例又はこの規則の各条項に違反したとき｡

5　前各号に掲げるもののはか､センターの管理上支障があると認められるとき｡

(入館の制限等)

第1 0条　知事は､次の各号のいずれかに該当する者に対しては､入館を禁止し､又は

退館を命ずることがある｡

1　前条第2号及び第3号に規定する行為をした者又はするおそれのある者

2　承認なくして､寄附金の募集､物品の販売､商品､行事等の宣伝その他これらに

類する行為をした者

3　前各号に掲げる者のほか､センターの管理上支障があると認められる者

(損傷等の届出)

第1 1条　利用者は､建物及び設備を損傷し､又は汚損したときは､直ちにその旨を係

員に届け出て､その指示を受けなければならない｡

(細則)

第1 2条　この規則の施行について必要な事項は､知事が定める｡

附　則

(施行期日)

1　この規則は､平成6年1 1月1 1日から施行するC　ただし､附則第2項の規定の施

行期日は､平成六年1 1月1日とする｡

(大阪府立婦人会館条例施行規則の廃止)

2　大阪府立婦人会館条例施行規則(昭和5 7年大阪府規則第2 0号)は､廃止するo
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